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○
経
済
産
業
省
令
第
九
十
二
号

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す

る
た
め
、
押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
経
済
産
業
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
経
済
産
業
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

第
一
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

一

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
様
式
第
一
、
様
式
第
六
か
ら
様
式
第
十
ま

で
、
様
式
第
二
十
七
、
様
式
第
二
十
九
、
様
式
第
三
十
、
様
式
第
三
十
六
、
様
式
第
四
十
一
及
び
様
式
第
五
十

二

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
様
式
第
五
、
様
式
第
六
、
様
式
第
七
、
様
式
第
十
、
様

式
第
十
二
、
様
式
第
十
二
の
二
、
様
式
第
十
四
、
様
式
第
十
五
、
様
式
第
十
五
の
五
、
様
式
第
十
七
、
様
式
第
二
十
三
、

様
式
第
五
十
六
か
ら
様
式
第
六
十
一
ま
で
、
様
式
第
六
十
一
の
三
か
ら
様
式
第
六
十
一
の
五
ま
で
、
様
式
第
六
十
二
か
ら

様
式
第
六
十
四
の
二
ま
で
、
様
式
第
六
十
五
、
様
式
第
六
十
五
の
三
、
様
式
第
六
十
五
の
五
、
様
式
第
六
十
五
の
五
の
二
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、
様
式
第
六
十
五
の
七
、
様
式
第
六
十
五
の
八
、
様
式
第
六
十
五
の
十
、
様
式
第
六
十
五
の
十
二
、
様
式
第
六
十
五
の
十

四
、
様
式
第
六
十
五
の
十
六
、
様
式
第
六
十
五
の
十
八
、
様
式
第
六
十
五
の
二
十
、
様
式
第
六
十
五
の
二
十
二
、
様
式
第

六
十
五
の
二
十
四
、
様
式
第
六
十
五
の
二
十
六
及
び
様
式
第
六
十
六

三

実
用
新
案
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
様
式
第
八
の
二

四

意
匠
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
二
号
）
様
式
第
二
十
の
二

五

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
様
式
第
十
五
及
び
様
式
第
十
六

六

割
賦
販
売
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
五
号
）
様
式
第
二
か
ら
様
式
第
二
十
一
ま
で
、
様
式

第
二
十
三
か
ら
様
式
第
二
十
七
ま
で

七

容
器
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
六
ま
で
、
様
式
第
九
、
様
式
第

十
、
様
式
第
十
二
、
様
式
第
十
六
、
様
式
第
十
七
、
様
式
第
二
十
五
、
様
式
第
二
十
七
、
様
式
第
二
十
九
及
び
様
式
第
三

十
一

八

冷
凍
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
一
号
）
様
式
第
一
、
様
式
第
三
か
ら
様
式
第
四
ま
で
、
様
式

第
十
三
の
二
、
様
式
第
十
六
か
ら
様
式
第
十
八
ま
で
、
様
式
第
二
十
九
、
様
式
第
三
十
一
、
様
式
第
三
十
三
、
様
式
第
三
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十
五
、
様
式
第
四
十
一
及
び
様
式
第
四
十
三

九

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
様
式
第
一
、
様
式
第
三
か
ら
様
式
第
四
ま

で
、
様
式
第
七
、
様
式
第
八
、
様
式
第
十
、
様
式
第
二
十
一
の
二
、
様
式
第
二
十
三
か
ら
二
十
六
ま
で
、
様
式
第
三
十
及

び
様
式
第
四
十
七

十

一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）
様
式
第
一
、
様
式
第
三
か
ら
様
式
第
四
ま

で
、
様
式
第
七
、
様
式
第
八
、
様
式
第
十
、
様
式
第
二
十
一
の
二
、
様
式
第
二
十
四
か
ら
様
式
第
二
十
七
ま
で
、
様
式
第

二
十
九
の
二
、
様
式
第
三
十
一
、
様
式
第
四
十
八
、
様
式
第
五
十
五
の
八
及
び
様
式
第
五
十
五
の
十
か
ら
様
式
第
五
十
五

の
十
一
の
二
ま
で

十
一

電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
百
三
号
）
様
式
第
二

十
四
か
ら
様
式
第
二
十
七
ま
で

十
二

金
属
鉱
業
等
鉱
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式

第
十
五
ま
で

十
三

特
定
設
備
検
査
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
四
号
）
様
式
第
一
、
様
式
第
二
、
様
式
第
八
、
様
式
第
九



- 4 -

、
様
式
第
十
一
、
様
式
第
十
四
か
ら
様
式
第
十
六
ま
で
、
様
式
第
二
十
五
及
び
様
式
第
二
十
七

十
四

揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
四
号
）
様
式
第
一

、
様
式
第
三
、
様
式
第
四
、
様
式
第
五
、
様
式
第
六
か
ら
様
式
第
八
の
二
ま
で
、
様
式
第
八
の
四
か
ら
様
式
第
八
の
十
二

ま
で
、
様
式
第
八
の
十
四
か
ら
様
式
第
十
三
ま
で
、
様
式
第
十
四
の
二
か
ら
様
式
第
十
六
ま
で
、
様
式
第
十
八
の
二
の
二

か
ら
様
式
第
十
八
の
五
ま
で
、
様
式
第
十
九
の
二
か
ら
様
式
第
二
十
一
ま
で
、
様
式
第
二
十
三
か
ら
様
式
第
二
十
七
ま
で

及
び
様
式
第
三
十

十
五

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
両
国
に
隣
接
す
る
大
陸
棚
の
南
部
の
共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
石
油

及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
の
開
発
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
う
鉱
山
保
安
法
に
基
づ
く
省
令
の
適
用
の
特
別

措
置
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で

十
六

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
様
式

第
十
、
様
式
第
十
三
、
様
式
第
十
五
、
様
式
第
十
七
、
様
式
第
三
十
一
、
様
式
第
三
十
四
、
様
式
第
三
十
六
及
び
様
式
第

三
十
八

十
七

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
三
ま
で
、
様
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式
第
十
二
、
様
式
第
二
十
七
、
様
式
第
三
十
四
の
八
、
様
式
第
三
十
四
の
十
、
様
式
第
三
十
四
の
十
一
及
び
様
式
第
三
十

四
の
十
一
の
二

十
八

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一

号
）
様
式
第
一
、
様
式
第
三
、
様
式
第
六
か
ら
様
式
第
七
の
二
ま
で
、
様
式
第
九
、
様
式
第
九
の
二
、
様
式
第
十
一
、
様

式
第
十
二
、
様
式
第
十
九
、
様
式
第
二
十
一
か
ら
様
式
第
二
十
二
の
二
ま
で
、
様
式
第
二
十
四
か
ら
様
式
第
二
十
五
ま
で

、
様
式
第
二
十
八
、
様
式
第
三
十
五
、
様
式
第
四
十
三
及
び
様
式
第
五
十

十
九

高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）
様
式
第

一
、
様
式
第
四
か
ら
様
式
第
九
ま
で
、
様
式
第
十
一
、
様
式
第
十
五
、
様
式
第
十
五
の
二
、
様
式
第
十
五
の
六
、
様
式
第

十
六
、
様
式
第
二
十
、
様
式
第
二
十
一
、
様
式
第
二
十
五
、
様
式
第
二
十
六
、
様
式
第
三
十
、
様
式
第
三
十
一
、
様
式
第

三
十
五
、
様
式
第
三
十
五
の
二
及
び
様
式
第
三
十
五
の
六

二
十

弁
理
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
百
十
一
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
六
ま
で
及
び
様
式
第

八
か
ら
様
式
第
十
ま
で

二
十
一

商
店
街
振
興
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第
十
二
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
十
一
ま
で
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二
十
二

輸
出
入
取
引
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
七
号
）
様
式
第
三
か
ら
様
式
第
八
ま
で
、
様
式

第
十
、
様
式
第
十
二
、
様
式
第
十
四
及
び
様
式
第
十
七
か
ら
様
式
第
十
九
ま
で

二
十
三

国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
二
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式
第

三
ま
で
、
様
式
第
六
、
様
式
第
七
、
様
式
第
九
、
様
式
第
十
三
か
ら
様
式
第
十
五
ま
で
、
様
式
第
二
十
二
、
様
式
第
二
十

三
、
様
式
第
二
十
五
及
び
様
式
第
二
十
六

第
二
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
又
は
様
式
中
「記

名
押
印

」
を
「記

名

」
に
改
め
る
。

一

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
第
六
十
七
条
の
十
一

二

経
済
産
業
省
関
係
特
定
製
品
の
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
八
号
）
第
四

十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項

三

揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
十
二
条
第
七
号

四

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
両
国
に
隣
接
す
る
大
陸
棚
の
南
部
の
共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
石
油
及

び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
の
開
発
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
九
号
）
第

五
条
第
二
項
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
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五

深
海
底
鉱
業
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）
第
六
条
第
四
項
、
第
七
条
第
一

項
及
び
第
三
項
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項

第
三
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

一

鉱
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
二
号
）
様
式
第
四
か
ら
様
式
第
七
ま
で
、
様
式
第
九
か
ら
様
式

第
十
三
の
一
ま
で
、
様
式
第
十
三
の
三
、
様
式
第
十
三
の
五
か
ら
様
式
第
二
十
五
ま
で
、
様
式
第
三
十
五
及
び
様
式
第
三

十
八
か
ら
様
式
第
四
十
四
ま
で

二

武
器
等
製
造
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
三
号
）
様
式
第
二
、
様
式
第
三
、
様
式
第
六
及
び

様
式
第
八
か
ら
様
式
第
十
五
ま
で

三

商
工
会
議
所
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
様
式
第
二
か
ら
様
式
第
七
ま
で
及
び
様
式

第
九
か
ら
様
式
第
十
四
ま
で

四

水
洗
炭
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
六
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
四
ま
で

五

割
賦
販
売
法
施
行
規
則
様
式
第
一
、
様
式
第
二
十
二
、
様
式
第
二
十
八
か
ら
様
式
第
三
十
一
ま
で

六

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
様
式
第
三
十
、
様
式
第
六
十
九
、
様
式
第
八
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十
、
様
式
第
八
十
一
及
び
様
式
第
八
十
四
か
ら
様
式
第
八
十
六
ま
で

七

石
油
需
給
適
正
化
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）
様
式
第
一
、
様
式
第
二
及
び
様
式
第
四
か

ら
様
式
第
六
ま
で

八

石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
六
号
）
様
式
第
一
か
ら
様

式
第
七
ま
で
、
様
式
第
十
、
様
式
第
十
四
か
ら
様
式
第
二
十
二
ま
で
、
様
式
第
二
十
五
か
ら
様
式
第
四
十
三
ま
で

九

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
様
式
第
四
十
三
か
ら
様
式
第
四
十
五
ま
で

十

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
士
の
試
験
及
び
免
状
の
交
付
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
五
号
）
様
式
第

五
、
様
式
第
十
五
及
び
様
式
第
二
十
七

十
一

航
空
機
工
業
振
興
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
七
号
）
様
式
第
一

十
二

電
気
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
様
式
第
三
十
一
の
十
七
及
び
様
式
第
三
十
八
の

三
十
三

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
講
習
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
八
号
）
様
式
第
六

十
四

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
様
式
第
一
、
様
式
第
二
及
び
様
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式
第
六
か
ら
様
式
第
九
ま
で

十
五

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
五
十
一
号
）
様
式

第
一
か
ら
様
式
第
五
ま
で
及
び
様
式
第
八
か
ら
様
式
第
十
三
ま
で

十
六

原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
五
十
二
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式

第
十
一
ま
で

十
七

中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
等
及
び
試
験
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
九
十
二
号
）
様
式
第
十

一
十
八

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
経
済
産
業
省
令

第
九
号
）
様
式
第
一
の
二

十
九

原
子
力
発
電
に
お
け
る
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
等
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
経
済
産
業
省
令

第
八
十
二
号
）
様
式
第
一
、
様
式
第
三
か
ら
様
式
第
五
ま
で
、
様
式
第
七
及
び
様
式
第
八

二
十

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の
促

進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
三
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
十
ま
で
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二
十
一

経
済
産
業
省
関
係
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
様
式
第
十
、
様
式

第
十
一
、
様
式
第
二
十
四
か
ら
様
式
第
二
十
六
ま
で
、
様
式
第
二
十
八
、
様
式
三
十
三
及
び
様
式
第
三
十
四

二
十
二

使
用
済
燃
料
再
処
理
機
構
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
九
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式

第
九
ま
で
及
び
様
式
第
十
一

二
十
三

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
指
定
入
札
機
関
に
関

す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第
五
号
）
様
式
第
一
か
ら
第
四
号
ま
で

二
十
四

経
済
産
業
省
関
係
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
四
号
）
様
式

第
一

二
十
五

エ
チ
レ
ン
の
重
合
体
の
う
ち
バ
イ
オ
マ
ス
か
ら
製
造
し
た
も
の
の
証
明
書
の
発
給
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一

年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
二
号
）
別
記
様
式

第
四
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

一

電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
様
式
第
五
の
七
か
ら
様
式
第
五
の
十
五
ま

で
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二

発
電
水
力
流
量
測
定
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
五
号
）
様
式
第
五

三

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業

省
令
第
三
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第
十
五
号
）
に
よ
る
改

正
前
の
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
（
以
下
「
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
八
か
ら
様
式
第
十
二
ま
で
、
様

式
第
四
十
六
及
び
様
式
第
四
十
七

四

揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
様
式
第
三
の
二

五

特
定
ガ
ス
消
費
機
器
の
設
置
工
事
の
監
督
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）

様
式
第
一
か
ら
様
式
第
十
の
三
ま
で

六

指
定
製
造
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
様
式
第
四

七

化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
号
）
様
式

第
一
か
ら
様
式
第
五
ま
で
、
様
式
第
六
（
裏
面
）
、
様
式
第
七
か
ら
様
式
第
十
ま
で
及
び
様
式
第
十
二
か
ら
様
式
第
二
十
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二
ま
で

八

電
気
事
業
法
施
行
規
則
様
式
第
六
十
七
条
の
二
か
ら
様
式
第
六
十
七
の
四
ま
で
、
様
式
第
六
十
八
及
び
様
式
第
七
十
二

九

対
人
地
雷
の
製
造
の
禁
止
及
び
所
持
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
様

式
第
一
か
ら
様
式
第
六
ま
で
、
様
式
第
八
及
び
様
式
第
九

十

ク
ラ
ス
タ
ー
弾
等
の
製
造
の
禁
止
及
び
所
持
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
経
済
産
業
省
令
第

三
十
八
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
五
ま
で
、
様
式
第
七
及
び
様
式
第
八

十
一

広
域
的
運
営
推
進
機
関
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
三
十
六
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
十

四
ま
で

十
二

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
分
割
証
明
情
報
に
係
る
申
請
手
続

に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
号
）
様
式
第
一

十
三

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
商
標
権
の
譲
受
け
の
申
請
手
続
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第
五
十
九
号
）
様
式

十
四

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
分
割
証
明
情
報
に
係
る
申
請
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手
続
に
関
す
る
省
令
（
令
和
二
年
経
済
産
業
省
令
第
七
十
号
）
様
式
第
一

（
発
電
水
力
調
査
図
表
類
交
付
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

発
電
水
力
調
査
図
表
類
交
付
規
則
（
大
正
三
年
逓
信
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
書
式
中
「
㊞
」
を
削
る
。

（
輸
出
貿
易
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

輸
出
貿
易
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

「記
名
押
印

「氏
名
又
は
名
称

又
は
署
名

及
び
代
表
者
の
氏
名

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
一
の
三
ま
で
及
び
別
表
第
二
中

を

に
改
め
る
。

住
所

」

住
所

」

「届
出
者

「届
出

者

記
名
押
印

氏
名
又
は
名
称

又
は
署
名

及
び
代
表
者
の
氏
名

別
表
第
六
中

を

に
改
め
る
。

住
所

」

住
所

」

（
輸
入
貿
易
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
七
条

輸
入
貿
易
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

記
名
押
印
又

「申
請

者

申
請
者
名

は
署

名
氏
名
又
は
名
称

別
表
第
一
中

住
所

資
格

を

及
び
代
表
者
の
氏
名

電
話
番
号

申
請
年
月
日

」

住
所

資
格

電
話

番
号

申
請
年
月
日

」

に
、
「銀

行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
確
認
印

」
を
「銀

行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
確
認
欄

」
に
改
め
る
。

「届
出
者

「届
出

者

記
名
押
印

氏
名
又
は
名
称

又
は
署
名

及
び
代
表
者
の
氏
名

別
表
第
三
中

を

に
改
め
る
。

住
所

」

住
所

」

（
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
か
ら
様
式
第
五
ま
で
、
様
式
第
十
四
、
様
式
第
十
六
か
ら
様
式
第
十
八
ま
で
、
様
式
第
二
十
か
ら
様
式
第
二
十

二
ま
で
、
様
式
第
二
十
四
か
ら
様
式
第
二
十
六
ま
で
、
様
式
第
二
十
八
、
様
式
第
三
十
七
か
ら
様
式
第
四
十
ま
で
及
び
様
式

第
四
十
二
か
ら
様
式
第
四
十
五
ま
で
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名

（法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

）を
記
載
し
、
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押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す

、
。

、

る
」
又
は
「４

氏
名

（法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

）を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る

。
、

、

こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
十
一
中
「記

。
、

。

名
押
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

（
鉱
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

鉱
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
、
第
六
条
第
一
項
、
第
六
条
第
三
項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
三
項
及
び
第
二
十
条
第
二
項
中

「
記
名
押
印
又
は
署
名
」
を
「
記
名
又
は
署
名
」
に
改
め
、
第
二
十
一
条
第
八
号
中
「
記
名
押
印
若
し
く
は
署
名
」
を
「
記

名
若
し
く
は
署
名
」
に
改
め
、
様
式
第
二
中
「氏

名
又
は
名
称

印

」
を
「氏

名
又
は
名
称

」
に
、
「氏

名
を
記
載
し

押
ふ

り

が

な

ふ

り

が

な

、

印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

、
。

、

」
を
「氏
名
は
本
人
が
記
名
又
は
署
名
す
る
こ
と

」
に
改
め
、
様
式
第
八
中
「名

称
印

」
を
「名

称

」
に
、
「記

名
。

。

押
印

」
を
「記

名

」
に
改
め
、
様
式
第
二
十
九
中
「名

称
印

」
を
「名

称

」
に
、
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規

格

」
に
改
め
、
「６

「押
印
又
は
署
名

」の
欄
に
は

押
印
又
は
署
名
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
フ
レ

、
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キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は

押
印
又
は
署
名
を
す
る
こ
と

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名

、
。

、

は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
こ
と

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
７
を
同
様
式
備
考
６
と
し
、
同
様
式
備
考
８
を
同
様
式
備
考
７

。

と
す
る
。

（
鉱
業
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

鉱
業
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
の
つ
づ
り
目
に
契
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
に
ペ
ー
ジ
数
を
附
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
「
た
だ
し
、
登
録
権
利
者
ま
た
は
登
録
義
務
者
が
二
人
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
の
一
人

が
契
印
す
る
だ
け
で
足
り
る
。
」
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
申
請
書
の
ペ
ー
ジ
数
の
記
載
）
」
を
付
す
る
。

（
採
石
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

採
石
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場

（
ふ
り
が
な
）

、
、

。

合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
こ
と
と
す
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
４
を
同
様
式
備
考
３
と
し
、
様
式

、
。

第
四
の
二
か
ら
様
式
第
六
の
二
ま
で
、
様
式
第
十
二
及
び
様
式
第
十
四
か
ら
様
式
第
十
六
ま
で
中
「㊞

」
及
び
「３
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氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が

(

ふ
り
が
な)

、
、

。
、

自
署
す
る
こ
と
と
す
る

」
、
「４

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の

(

ふ
り
が
な)

。
、

、
。

場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
こ
と
と
す
る

」
、
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、
。

、

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
こ
と
と
す
る

」
、
「４

氏
名
を

、
。

、
。

記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る

、
、

。
、

こ
と
と
す
る

」
又
は
「６

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お

。
、

、
。

い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
こ
と
と
す
る

」
を
削
る
。

、
。

（
武
器
等
製
造
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

武
器
等
製
造
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
法
人
に

「氏
名
ま
た
は
名

様
式
第
一
、
様
式
第
四
、
様
式
第
五
及
び
様
式
第
七
中

印

を

あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

」

あ
つ
て
は
そ
の

称
お
よ
び
法
人
に

に
改
め
、
様
式
第
十
七
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
「６

代
表
者
の
氏
名

」
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「押
印

」の
欄
に
は

押
印
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
を
行
う
場

、

合
に
あ
つ
て
は

押
印
を
す
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
７
を
同
様
式
備
考
６
と
す
る
。

、
。

（
商
工
会
議
所
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

商
工
会
議
所
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
中
「印
」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り

、
、

。

、
「１

用
紙

」
を
「用

紙
」
に
改
め
、
様
式
第
八
中
「会

頭
の
氏
名

印

」
を
削
り
、
様
式
第
十
七
中
「印

」
及
び
「５

「押
印

」の
欄
に
は

押
印
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
を
行
う

、

場
合
に
あ
っ
て
は

押
印
を
す
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
６
を
同
様
式
備
考
５
と
す
る
。

、
。

（
航
空
機
製
造
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

航
空
機
製
造
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。様

式
第
一
中
「住

所
印

」
を
「住

所

」
に
改
め
、
様
式
第
二
か
ら
様
式
第
十
の
二
ま
で
、
様
式
第
十
二
、
様
式
第
十
三

「申
請
者

氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
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、
様
式
第
十
四
の
二
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
様
式
第
十
五
中

人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の

航
空
工
場
検
査
員

氏
名
お
よ
び
住
所

な
ら
び
に
法

「申
請
者

氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法

氏
名

印

を

人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

に
改
め
、
「１

※
印
の
欄
に
は

記
載

、

印
」

航
空
工
場
検
査
員

氏
名
お
よ
び
住
所

」

し
な
い
こ
と

」
を
削
り
、
「２

用
紙

」
を
「用
紙

」
に
改
め
、
様
式
第
十
八
中
「氏

名
。

印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
「６

「押
印

」の
欄
に
は

押
印
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
フ
レ
キ
シ

、

ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は

押
印
を
す
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
７
を
同
様
式
備
考
６
と

、
。

「申
請
者

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の

、

代
表
者
の
氏
名

し
、
同
様
式
備
考
８
を
同
様
式
備
考
７
と
し
、
様
式
第
十
九
中

住
所

航
空
工
場
検
査
員

氏
名

住
所

「申
請
者

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の

、

印
代
表
者
の
氏
名

を

住
所

に
改
め
、
「８

ま
で

」
を
「７

ま
で

」
に
改

印
航
空
工
場
検
査
員

氏
名

」

住
所

」
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め
る
。

（
輸
出
入
取
引
法
に
基
く
輸
出
の
承
認
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

輸
出
入
取
引
法
に
基
く
輸
出
の
承
認
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「記
名
押
印

「氏
名
又
は
名
称

別
表
第
二
中

を

に
改
め
る
。

又
は
署
名

」

及
び
代
表
者
の
氏
名

」

（
工
業
用
水
道
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

工
業
用
水
道
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。様

式
第
一
、
様
式
第
九
か
ら
様
式
第
十
四
ま
で
、
様
式
第
十
六
か
ら
様
式
第
二
十
二
ま
で
及
び
様
式
第
二
十
六
中
「印

」

及
び
「２
氏
名

（法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

）を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が

、
、

で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」

「３
氏
名

（法
人
に
あ
つ
て
は
そ

。
、

。
、

の
代
表
者
の
氏
名

）を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は

、
、

。
、
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必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」

「４
氏
名

（法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

）を
記
載
し

押
印
す

。
、

、

る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」

、
。

、
。

又
は
「

．

氏
名

（法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

）を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と

5
、

、

が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
一
、
様
式
第
九
か

。
、

。

ら
様
式
第
十
二
ま
で
、
様
式
第
十
四
、
様
式
第
十
六
、
様
式
第
十
九
及
び
様
式
第
二
十
中
「１

用
紙

」
を
「用

紙

」
に
改

め
る
。

（
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
中
「
記
載
し
、
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
、
住
所
」
を
「
又
は
住
所
」
に
改
め
、
「
、
様
式
第
七
」
を
「
又
は
様
式
第
七
」
に
改
め
、
「
又

は
印
鑑
」
及
び
「
又
は
様
式
第
八
」
を
削
る
。

第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
六
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
又
は
印
鑑
」
を
削
る
。
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第
十
三
条
の
二
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
十
三
条
の
三
第
三
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
る
。

第
三
十
一
条
の
三
第
三
項
を
削
る
。

第
五
十
八
条
の
五
第
三
項
及
び
第
五
十
八
条
の
十
七
第
四
項
中
「
押
印
」
を
削
る
。

第
六
十
九
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
七
十
二
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
七
十
三
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

様
式
第
三
、
様
式
第
四
、
様
式
第
二
十
二
、
様
式
第
五
十
二
の
二
、
様
式
第
五
十
二
の
三
、
様
式
第
五
十
五
の
二
及
び

様
式
第
六
十
一
の
二
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
二
の
備
考

中
「記

載
し

そ
の
横
に
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
、
「記

載
し

そ
の
横
に
代
表
者
の

13

、
、

印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

中
「は

本
人
の
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

（
」
を
「で

あ
つ
て

」

17

に
改
め
、
「並

び
に
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

）
」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考

を
削
り
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し

19

20

19

、
備
考

か
ら
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

21

27
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様
式
第
三
の
備
考
８
中
「記

載
し

代
表
者
の
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

中
「は

本
、

11

人
の
印

（
」
を
「で

あ
つ
て

」
に
改
め
、
「及

び
印

）
」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考

中
「書

い
て
印
を
押
す

」
を
「記

15

載
す
る

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
の
備
考
５
中
「1

9
ま
で

2
3
か
ら
2
6

」
を
「1

8
ま
で

2
2
か
ら
2
5

」
に
改
め
る
。

、
、

様
式
第
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
８

削
除

様
式
第
九
の
備
考
６
を
削
り
、
同
様
式
中
備
考
７
を
備
考
６
と
し
、
備
考
８
を
備
考
７
と
し
、
備
考
９
を
備
考
８
と
し

、
備
考

を
備
考
９
と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「2

3
か
ら
2
6

」
を
「2

2
か
ら
2
5

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

10

11

と
す
る
。

10
様
式
第
十
一
の
備
考
４
中
「2

3
か
ら
2
6

」
を
「2

2
か
ら
2
5

」
に
、
「７

９
及
び
1
0

」
を
「８

及
び
９

」
に
、
「備

考
、

９

」
を
「備
考
８

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
三
の
備
考
２
を
削
り
、
同
様
式
中
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
し
、
同
様
式
の
備
考
５
中

「又
は
提
出
す
る
書
類
に
印
を
押
さ
ず
若
し
く
は
識
別
ラ
ベ
ル
を
は
ら
な
い
で
し
た
手
続

」
及
び
「

「代
表
者

」
」
を

、
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削
り
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
４
と
し
、
同
様
式
中
備
考
６
を
備
考
５
と
し
、
備
考
７
か
ら
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰

12

り
上
げ
、
同
様
式
の
備
考

中
「備

考
1
2
及
び
1
4

」
を
「備

考
1
1
及
び
1
3

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し

13

12

、
同
様
式
の
備
考

中
「備

考
1
2

」
を
「備

考
1
1

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を

14

13

15

備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「備

考
1
5

」
を
「備

考
1
4

」
に

14

16

15

17

16

18

改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「備

考
1
8

」
を
「備

考
1
7

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様

17

19

式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「第
４
項

」
を
「第

３
項

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同

18

20

19

様
式
の
備
考

中
「1

8
ま
で

2
0
及
び
2
3
か
ら
2
7

」
を
「1

9
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
6

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

21

、

と
す
る
。

20
様
式
第
十
五
の
二
の
備
考

中
「第

４
項

」
を
「第

３
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

中
「2

0
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
6

12

13

」
を
「1

9
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に
、
「６

か
ら
８
ま
で
及
び
1
0

」
を
「５

か
ら
７
ま
で
及
び
９

」
に
、
「備

考
1
0

」
を

「備
考
９

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
五
の
四
の
備
考
２
中
「1

9
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
6

」
を
「1

8
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に
、
「備

考
1
0

」
を
「備

考
９

」
に
改
め
る
。
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様
式
第
十
六
の
備
考
３
中
「1

9
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
6

」
を
「1

8
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
八
の
備
考
２
中
「備

考
1
8
及
び
1
9

」
を
「備

考
1
7
及
び
1
8

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
３
中
「備

考
1
9

」
を

「備
考
1
8

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
４
中
「記

載
し

そ
の
横
に
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
、
「記

載
し

代
、

、

表
者
の
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
６
を
削
り
、
同
様
式
中
備
考
７
を
備
考
６
と
し
、
備
考

８
を
備
考
７
と
し
、
同
様
式
の
備
考
９
中
「備
考
８

」
を
「備

考
７

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
８
と
し
、
同

様
式
中
備
考

を
備
考
９
と
し
、
備
考

か
ら
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
様
式
の
備
考

中
「承

継
人
の
印

10

11

15

16

及
び
識
別
ラ
ベ
ル

（承
継
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は

「
【代

表
者

】
」の

欄
並
び
に
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

）
」
を
「

承
継
人
の

「
【代

表
者

】
」
（承
継
人
が
法
人
の
場
合
に
限
る

）
」
に
改
め
、
「
（権

利
の
承
継
を
証
明
す
る
書
面
に

。

譲
渡
人
及
び
譲
受
人
が
記
名
し

印
を
押
し
た
と
き
に
限
る

）
」
を
削
り
、
「不

要
と
し

」
の
下
に
「
「
（
【手

数
、

。
、

料
の
表
示

】
）
」の
欄
の
次
に

「
【そ

の
他

】
」の

欄
を
設
け
て

「譲
渡
人
の
手
続
で
あ
る

」の
よ
う
に
記
載
す
る

。
。

」
を
加
え
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

15

17

16

18

17

19

を
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

を
削
り
、
同
様
式
の
備
考

中
「2

2
か
ら
2
6

」
を
「2

1
か
ら
2
5

」
に
、
「備

考
1
0

」

18

20

21

を
「備

考
９

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

18
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1
9
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る

「権
利
の
承
継
を
証
明
す
る
書
面

」は
売
買

贈
与
等
に
よ
る
と
き
は

「譲
渡
証
書

、
、

」等
相
続
に
よ
る
と
き
は

「戸
籍
の
謄
本

」及
び

「住
民
票

」等
法
人
の
合
併
に
よ
る
と
き
は

「登
記
事
項
証
明

、
、

書

」等
と
す
る

「譲
渡
証
書

」等
に
は

譲
渡
人
が
記
名
し

印

（本
人
確
認
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
の
様
式
に

。
、

、
。

お
い
て
同
じ

）を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
。

2
0
第
６
条
に
規
定
す
る

「許
可

認
可

同
意
若
し
く
は
承
諾
を
証
明
す
る
書
面

」又
は
第
2
7
条
第
１
項
に
規
定
す
る

、
、

「持
分
に
つ
い
て
証
明
す
る
書
面

」に
は

そ
の
作
成
者
が
記
名
し

印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
、

。

様
式
第
二
十
の
備
考
２
を
削
り
、
同
様
式
中
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
し
、
同
様
式
の
備
考
５
中

「第
1
3
条
の
２
第
４
項

」
を
「第

1
3
条
の
２
第
３
項

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
４
と
し
、
同
様
式
中
備
考
６

を
備
考
５
と
し
、
同
様
式
の
備
考
７
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
８
中
「1

1
1
2

1
4

1
6

1
8

2
3

2
5
か
ら
2
7

」
を
「

、
、

、
、

、
、

1
1
か
ら
1
4
ま
で

1
6
か
ら
1
8
ま
で

2
2
及
び
2
4
か
ら
2
6

」
に
、
「備

考
1
0

」
を
「備

考
９

」
に
、
「備

考
2
7

」
を
「備

考
、

、

2
6

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
６
と
す
る
。

様
式
第
二
十
二
の
備
考
５
中
「2

0
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
7

」
を
「1

9
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
6

」
に
、
「備

考
2
7

」
を
「備

考

2
6

」
に
改
め
る
。
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様
式
第
二
十
六
の
備
考

中
「記

載
し

そ
の
横
に
印
を
押
す

」
を
「記
載
す
る

」
に
、
「記

載
し

代
表
者
の
印
を

11

、
、

押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

を
削
り
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

12

13

12

14

13

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「備

考
1
4

」
を
「備

考
1
3

」
と
し
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

15

14

16

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「

15

17

16

18

17

19

18

20

は
本
人
の
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

（
」
を
「で

あ
つ
て

」
に
改
め
、
「並

び
に
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

）
」
を
削
り
、
同
備
考

を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同

19

21

20

22

21

23

22

様
式
の
備
考

中
「備

考
2
8

」
を
「備
考
2
7

」
に
、
「備

考
2
9

」
を
「備

考
2
8

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

24

23

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し

25

24

26

25

27

26

28

27

、
同
様
式
の
備
考

中
「備

考
2
8

」
を
「備

考
2
7

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を

29

28

30

備
考

と
し
、
備
考

か
ら
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
様
式
の
備
考

中
「備

考
3
7

」
を
「備

考
3
6

」
に
改

29

31

37

38

め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

に
、
備
考

を
備
考

に
、
備
考

を
備
考

と

37

39

38

40

39

41

40

す
る
。

様
式
第
三
十
一
の
五
の
備
考
４
、
様
式
第
三
十
一
の
九
の
備
考
４
及
び
様
式
第
三
十
二
の
備
考
６
中
「1

9
ま
で
及
び
2
3
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か
ら
2
6

」
を
「1

8
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
二
の
二
の
備
考
５
中
「

1
9
及
び
2
3
か
ら
2
7

ま
で

様
式
第
４
の
備
考
１

」
を
「及

び
2
2
か
ら
2
6
ま
で

、
、

、

様
式
第
４
の
備
考
１

」
に
改
め
る
。

、

様
式
第
三
十
三
の
備
考
中
「1

9
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
6

」
を
「1

8
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に
、
「備

考
７

」
を
「備

考
６

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
四
の
備
考
２
中
「1

9
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
6

」
を
「1

8
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に
、
「備

考
３

」
を
「備

考

２

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
六
の
備
考
２
、
様
式
第
三
十
六
の
二
の
備
考
３
及
び
様
式
第
三
十
六
の
三
の
備
考
４
中
「1

9
ま
で
及
び
2
3

か
ら
2
6

」
を
「1

8
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
七
の
備
考
４
中
「2

0
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
6

」
を
「1

9
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
七
の
二
の
備
考
２
中
「1

9
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
6

」
を
「1

8
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に
、
「2

5
及
び
3
2

」
を

「2
4
及
び
3
1

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
七
の
三
の
備
考
５
中
「2

0
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
6

」
を
「1

9
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に
改
め
る
。



- 29 -

様
式
第
三
十
七
の
五
の
備
考
２
中
「1

9
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
6

」
を
「1

8
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
八
の
備
考
３
、
様
式
第
四
十
の
備
考
及
び
様
式
第
四
十
二
の
備
考
２
中
「1

9
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
7

」
を
「

1
8
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
6

」
に
、
「備

考
2
7

」
を
「備

考
2
6

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
十
四
の
備
考
３
中
「記

載
し

代
表
者
の
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
９
中
「

、

第
４
項

」
を
「第

３
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

中
「1

9
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
6

」
を
「1

8
ま
で
及
び
2
1
か
ら
2
5

」
に

10

、
「備

考
1
0

」
を
「備

考
９

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
十
六
の
備
考
４
中
「1
2
ま
で

1
4

1
6

1
8
及
び
2
3
か
ら
2
6
ま
で

」
を
「1

4
ま
で

1
6
か
ら
1
8
ま
で
及
び

、
、

、
、

、

2
2
か
ら
2
5
ま
で
並
び
に

」
に
改
め
、
「並

び
に
様
式
第
2
0
の
備
考
１
及
び
６

」
を
削
る
。

様
式
第
四
十
八
の
備
考
４
及
び
様
式
第
五
十
の
備
考
中
「1

9
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
6

」
を
「1

8
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に

、
「備

考
1
0

」
を
「備

考
９

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
十
一
の
備
考
３
中
「書

い
て
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
十
二
の
備
考
４
、
様
式
第
五
十
二
の
二
の
備
考
及
び
様
式
第
五
十
二
の
三
の
備
考
２
中
「1

9
ま
で
及
び
2
3
か

ら
2
6

」
を
「1

8
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に
改
め
る
。
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様
式
第
五
十
三
の
備
考
２
中
「

1
9
及
び
2
2
か
ら
2
6

」
を
「及

び
2
1
か
ら
2
5

」
に
、
「1

3
1
5
か
ら
1
7
ま
で

1
9

2
1

、
、

、
、

2
2

2
4
か
ら
2
6

3
6
及
び
3
7

」
を
「1

2
1
4
か
ら
1
6
ま
で

1
8

2
0

2
1

2
3
か
ら
2
5
ま
で

3
5
及
び
3
6

」
に
改
め
る
。

、
、

、
、

、
、

、
、

、
様
式
第
五
十
四
の
備
考
９
中
「1

9
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
7

」
を
「1

8
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
6

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
十
四
の
二
の
備
考
２
中
「1

9
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
6

」
を
「1

8
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
十
五
の
備
考
４
中
「

1
9
及
び
2
3
か
ら
2
6

」
を
「及

び
2
2
か
ら
2
5

」
に
、
「1

3
1
5
か
ら
1
7
ま
で

1
9
及
び

、
、

、

2
4
か
ら
2
6

」
を
「1

2
1
4
か
ら
1
6
ま
で

1
8
及
び
2
3
か
ら
2
5
ま
で

」
に
改
め
る
。

、
、

様
式
第
五
十
五
の
二
の
備
考
３
及
び
様
式
第
六
十
一
の
二
の
備
考
３
中
「記

載
し

代
表
者
の
印
を
押
す

」
を
「記

載
、

す
る

」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
十
一
の
六
の
備
考

中
「1

9
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
6

」
を
「1

8
ま
で
及
び
2
1
か
ら
2
5

」
に
、
「備

考
1
0

」
を
「

12

備
考
９

」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
十
四
の
三
の
備
考
２
、
様
式
第
六
十
五
の
二
の
備
考
２
、
様
式
第
六
十
五
の
四
の
備
考
、
様
式
第
六
十
五
の

六
の
備
考
２
、
様
式
第
六
十
五
の
九
の
備
考
、
様
式
第
六
十
五
の
十
一
の
備
考
、
様
式
第
六
十
五
の
十
三
の
備
考
２
、
様

式
第
六
十
五
の
十
五
の
備
考
、
様
式
第
六
十
五
の
十
七
の
備
考
、
様
式
第
六
十
五
の
十
九
の
備
考
、
様
式
第
六
十
五
の
二
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十
一
の
備
考
、
様
式
第
六
十
五
の
二
十
三
の
備
考
及
び
様
式
第
六
十
五
の
二
十
五
の
備
考
２
中
「1

9
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
6

」
を
「1

8
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
十
九
の
備
考
６
中
「第

３
項

」
を
「第

２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
７
中
「第

４
項

」
を
「第

３
項

」

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
８
中
「第

6
9
条
第
４
項

」
を
「第

6
9
条
第
３
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
９
中
「2

3
か
ら
2
6

」
を
「2

2
か
ら
2
5

」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
十
の
備
考
３
中
「第

３
項

」
を
「第

２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
４
中
「2

3
か
ら
2
6

」
を
「2

2
か
ら
2
5

」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
十
の
二
の
備
考
３
中
「1

9
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
6

」
を
「1

8
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
十
一
の
備
考
４
中
「1

2
ま
で

1
4

1
6

1
8
及
び
2
3
か
ら
2
5

」
を
「1

4
ま
で

1
6
か
ら
1
8
ま
で
及
び
2
2
か
ら

、
、

、
、

2
4

」
に
、
「

様
式
第
４
の
備
考
４
並
び
に
様
式
第
2
0
の
備
考
２
及
び
７

」
を
「並

び
に
様
式
第
４
の
備
考
４

」
に
改
め

、

る
。様

式
第
七
十
二
の
備
考
３
中
「1

2
ま
で

1
4

1
6

1
8
及
び
2
3
か
ら
2
5

」
を
「1

4
ま
で

1
6
か
ら
1
8
ま
で
及
び
2
2
か
ら

、
、

、
、

2
4

」
に
改
め
、
「

様
式
第
2
0
の
備
考
２
及
び
７

」
を
削
る
。

、
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様
式
第
七
十
三
の
備
考

、
様
式
第
七
十
四
の
備
考
７
及
び
様
式
第
七
十
五
の
備
考
６
中
「1

9
ま
で
及
び
2
3
か
ら
2
6

」

11

を
「1

8
ま
で
及
び
2
2
か
ら
2
5

」
に
改
め
る
。

（
実
用
新
案
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

実
用
新
案
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
三
項
を
削
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
特
許
法
施
行
規
則
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
」
を
加
え
、
「

及
び
第
四
項
」
を
削
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
第
六
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
二
項
」
に
、
「
第
二
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第

二
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
の
備
考

中
「記

載
し

そ
の
横
に
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
、
「記

載
し

そ
の
横
に
代
表
者
の

11

、
、

印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

を
削
り
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備

12

13

12

14



- 33 -

考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「備

考
1
4

」
を
「備

考
1
3

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中

13

15

14

備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

16

15

17

16

18

17

19

18

中
「は

本
人
の
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

（
」
を
「で

あ
つ
て

」
に
改
め
、
「並

び
に
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

）
」
を
削
り
、

20同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と

19

21

20

22

21

23

22

し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「第

2
1
条
第
３
項

」
を
「第

2
1
条
第
２
項

24

23

25

24

26

」
に
、
「備

考
2
5

」
を
「備

考
2
4

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「第

2
1
条
第
３

25

27

項

」
を
「第

2
1
条
第
２
項

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「備

考
2
7

」
を
「備

考

26

28

2
6

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同
様

27

29

28

30

29

式
の
備
考

中
「備

考
3
0

」
を
「備

考
2
9

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

31

30

32

31

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同
様
式

33

32

34

33

35

34

36

35

の
備
考

中
「備

考
3
9

」
を
「備

考
3
8

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と

37

36

38

37

し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
す
る
。

39

38

40

39

様
式
第
六
の
備
考
５
中
「記

載
し

請
求
人
が
実
用
新
案
登
録
出
願
人
又
は
実
用
新
案
権
者
で
あ
る
と
き
は

そ
の
横

、
、
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に
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
、
「記

載
し

請
求
人
が
実
用
新
案
登
録
出
願
人
又
は
実
用
新
案
権
者
で
あ
る
と
き

、

は
そ
の
横
に
代
表
者
の
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
６
を
削
り
、
同
様
式
中
備
考
７
を
備

、考
６
と
し
、
備
考
８
を
備
考
７
と
し
、
備
考
９
を
備
考
８
と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「備

考
９

」
を
「備

考
８

」
に
改

10

め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
９
と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「1

2
1
4

1
6

1
8

11

10

12

、
、

、

3
2

3
4
か
ら
3
6
ま
で

3
8
及
び
3
9

」
を
「1

3
1
5

1
7

1
9

3
1

3
3
か
ら
3
5
ま
で

3
7
及
び
3
8

」
に
改
め
、
同
備
考

、
、

、
、

、
、

、
、

、

を
同
様
式
の
備
考

と
す
る
。

11

様
式
第
八
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
７
中
「記

載
し

代
表
者
の
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、

、

同
様
式
の
備
考

中
「は

本
人
の
印

（
」
を
「で

あ
つ
て

」
に
改
め
、
「及

び
印

）
」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考

中
「

12

18

書
い
て
印
を
押
す

」
を
「記
載
す
る

」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
の
備
考
３
中
「1

2
ま
で

1
4

1
8
か
ら
2
0
ま
で

3
2

3
4
か
ら
3
6
ま
で
及
び
3
9

」
を
「1

1
ま
で

1
3

1
7
か

、
、

、
、

、
、

ら
1
9
ま
で

3
1

3
3
か
ら
3
5
ま
で
及
び
3
8

」
に
改
め
る
。

、
、

様
式
第
十
の
備
考
３
中
「2

8
ま
で

3
2

3
4
か
ら
3
6
ま
で

3
8
及
び
3
9

」
を
「2

7
ま
で

3
1

3
3
か
ら
3
5
ま
で

3
7
及

、
、

、
、

、
、

び
3
8

」
に
改
め
る
。
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様
式
第
十
一
の
備
考
２
中
「1

2
ま
で

1
4

1
8
か
ら
2
0
ま
で

3
2

3
4
か
ら
3
6
ま
で
及
び
3
9

」
を
「1

1
ま
で

1
3

1
7

、
、

、
、

、
、

か
ら
1
9
ま
で

3
1

3
3
か
ら
3
5
ま
で
及
び
3
8

」
に
改
め
る
。

、
、

様
式
第
十
二
の
備
考
５
中
「2

0
ま
で

2
3

2
5
か
ら
2
8
ま
で

3
2

3
4
か
ら
3
6
ま
で
及
び
3
9

」
を
「1

9
ま
で

2
2

2
4

、
、

、
、

、
、

か
ら
2
7
ま
で

3
1

3
3
か
ら
3
5
ま
で
及
び
3
8

」
に
、
「備
考
2
7
及
び
備
考
2
8

」
を
「備

考
2
6
及
び
備
考
2
7

」
に
改
め
る
。

、
、

様
式
第
十
四
の
備
考
６
中
「第

３
項

」
を
「第
２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
７
中
「1

4
3
2
及
び
3
5

」
を
「1

3
、

、

3
1
及
び
3
4

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
四
の
二
の
備
考
３
中
「記
載
し

そ
の
横
に
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
、
「記

載
し

そ
の
横
に
代

、
、

表
者
の
印
を
押
す

」
を
「記
載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

中
「1

2
1
4

1
8

2
0

3
2

3
4
か
ら
3
6
ま
で
及
び

12

、
、

、
、

、

3
9

」
を
「1

3
1
7

1
9

3
1

3
3
か
ら
3
5
ま
で
及
び
3
8

」
に
改
め
る
。

、
、

、
、

様
式
第
十
四
の
三
の
備
考
７
中
「1

2
1
4

1
8

2
0

3
2

3
4
か
ら
3
6
ま
で
及
び
3
9

」
を
「1

3
1
7

1
9

3
1

3
3
か

、
、

、
、

、
、

、
、

、

ら
3
5
ま
で
及
び
3
8

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
四
の
四
の
備
考
５
中
「1

2
ま
で

1
4

1
8
か
ら
2
0
ま
で

2
2

3
2

3
5

3
6
及
び
3
9

」
を
「1

1
ま
で

1
3

、
、

、
、

、
、

、
、

1
7
か
ら
1
9
ま
で

2
1

3
1

3
4

3
5
及
び
3
8

」
に
改
め
る
。

、
、

、
、
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様
式
第
十
五
の
備
考
２
を
削
り
、
同
様
式
中
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
し
、
同
様
式
の
備
考
５
中

「第
1
3
条
の
２
第
４
項

」
を
「第

1
3
条
の
２
第
３
項

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
４
と
し
、
同
様
式
の
備
考
６

を
削
り
、
同
様
式
中
備
考
７
を
備
考
５
と
し
、
備
考
８
を
備
考
６
と
し
、
備
考
９
を
備
考
７
と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
10

「1
4

1
8

3
2
及
び
3
4
か
ら
3
6
ま
で

」
を
「1

3
1
7

1
9

3
1
及
び
3
3
か
ら
3
5
ま
で
並
び
に
様
式
第
1
4
の
２
の
備
考
３

」

、
、

、
、

、

に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
８
と
す
る
。

（
意
匠
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

意
匠
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
又
は
印
鑑
」
を
削
る
。

第
十
八
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
六
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
十
八

条
第
二
項
」
に
、
「印

を
押
す

」
を
「氏

名
を
記
載
す
る

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
三
、
様
式
第
十
五
及
び
様
式
第
十
六
中
「㊞

」
を
削
る
。

様
式
第
一
の
備
考
９
中
「記

載
し

そ
の
横
に
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
、
「記

載
し

そ
の
横
に
代
表
者
の

、
、
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印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

を
削
り
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備

10

11

10

12

考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「は
本
人
の
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

（
」
を
「で

あ
つ
て

」
に

11

13

12

14

改
め
、
「並

び
に
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

）
」
を
削
り
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

13

15

14

と
し
、
備
考

か
ら
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

16

20

様
式
第
一
の
二
の
備
考
４
中
「は

本
人
の
印

（
」
を
「で

あ
つ
て

」
に
改
め
、
「並

び
に
印

）
」
を
削
り
、
同
様
式
の

備
考
６
中
「1

1
1
3
及
び
1
6
か
ら
2
0

」
を
「1
0

1
2
及
び
1
5
か
ら
1
9

」
に
改
め
る
。

、
、

様
式
第
二
の
備
考

中
「記

載
し

そ
の
横
に
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
、
「記

載
し

そ
の
横
に
代
表
者
の

15

、
、

印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

を
削
り
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備

16

17

16

18

考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「備

考
1
8

」
を
「備

考
1
7

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中

17

19

18

備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

20

19

21

20

22

21

23

22

中
「は
本
人
の
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

（
」
を
「で

あ
つ
て

」
に
改
め
、
「並

び
に
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

）
」
を
削
り
、

24同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

か
ら
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ

23

25

24

26

32

、
同
様
式
の
備
考

中
「備

考
3
0

」
を
「備

考
2
9

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を

33

32

34
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備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、

33

35

34

36

35

37

36

38

37

同
様
式
の
備
考

中
「備

考
2
9

」
を
「備

考
2
8

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備

39

38

40

考

と
し
、
備
考

か
ら
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

39

41

46

様
式
第
九
の
備
考
６
中
「９

1
5

」
を
「９

及
び
1
4
並
び
に

」
に
、
「1

6
1
8

2
2
か
ら
2
4
ま
で
及
び
3
3
か
ら
3
7

」

、
、

、
、

を
「1

7
2
1
か
ら
2
3
ま
で
及
び
3
2
か
ら
3
6

」
に
改
め
る
。

、

様
式
第
十
の
備
考
２
中
「記

載
し

そ
の
横
に
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
、
「記

載
し

そ
の
横
に
代
表
者
の

、
、

印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
５
中
「備

考
1
5

」
を
「備

考
1
4

」
に
、
「1

6
1
8

2
2

2
4
及

、
、

、

び
3
3
か
ら
3
7

」
を
「1

7
2
1

2
3
及
び
3
2
か
ら
3
6

」
に
改
め
る
。

、
、

様
式
第
十
一
の
備
考
６
中
「1

0
1
5
及
び
2
0

」
を
「1

4
及
び
1
9

」
に
、
「1

8
2
2
か
ら
2
4
ま
で
及
び
3
3
か
ら
3
7

」
を
「

、
、

1
7

2
1
か
ら
2
3
ま
で
及
び
3
2
か
ら
3
6

」
に
改
め
る
。

、

様
式
第
十
二
の
備
考
９
中
「

９
及
び
1
0

」
を
「及

び
９

」
に
、
「1

8
2
2

2
4

2
7

2
8
及
び
3
4
か
ら
3
8

」
を
「1

7
、

、
、

、
、

2
1

2
3

2
6

2
7
及
び
3
3
か
ら
3
7

」
に
、
「備

考
2
8

」
を
「備

考
2
7

」
に
改
め
る
。

、
、

、
、

様
式
第
十
三
の
備
考
９
中
「記

載
し

代
表
者
の
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

中
「は

、

11
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本
人
の
印

（
」
を
「で

あ
つ
て

」
に
改
め
、
「及

び
印

）
」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考

中
「書

い
て
印
を
押
す

」
を

、

14

「記
載
す
る

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
四
の
備
考
５
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
６
中
「備
考
７
か
ら
1
0
ま
で

」
を
「備

考
６
か
ら
９
ま
で

」
に
改
め

、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
５
と
し
、
同
様
式
中
備
考
７
を
備
考
６
と
し
、
同
様
式
の
備
考
８
中
「又

は
提
出
す
る
書
類

に
印
を
押
さ
ず
若
し
く
は
識
別
ラ
ベ
ル
を
は
ら
な
い
で
し
た
手
続

」
及
び｢

「代
表
者

」｣

を
削
り
、
同
備
考
を
同
様
式

、

の
備
考
７
と
し
、
同
様
式
中
備
考
９
を
備
考
８
と
し
、
備
考

か
ら
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
様
式
の
備
考

10

15

中
「1

5

」
を
「1

4

」
に
、
「1

6
1
8

2
2
か
ら
2
4
ま
で
及
び
3
3
か
ら
3
7

」
を
「1

7
2
1
か
ら
2
3
ま
で
及
び
3
2
か
ら
3
6

」

16

、
、

、

に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
す
る
。

15

様
式
第
十
五
の
備
考
３
及
び
様
式
第
十
六
の
備
考
３
中
「記

載
し

代
表
者
の
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め

、

る
。様

式
第
十
八
の
備
考
８
中
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
９
を
削
り
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考
９
と
し
、
備
考

10

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「記

載
し

そ
の
横
に
印

11

10

12

11

13

12

14

、

を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

13

15

14

16
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か
ら
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
様
式
の
備
考

中
「第

３
項

」
を
「第

２
項

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式

20

21

の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
す
る
。

20

22

21

様
式
第
十
九
の
備
考
６
中
「第

３
項

」
を
「第

２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
７
中
「1

1
か
ら
1
3
ま
で

2
0
及
び
2
2

、

」
を
「1

0
か
ら
1
2
ま
で

1
9
及
び
2
1

」
に
改
め
る
。

、

様
式
第
十
九
の
二
の
備
考
６
中
「

1
1
及
び
1
3
か
ら
2
0

」
を
「及

び
1
2
か
ら
1
9

」
に
改
め
る
。

、

様
式
第
二
十
の
備
考

中
「

1
1
及
び
1
3
か
ら
2
0

」
を
「及

び
1
2
か
ら
1
9

」
に
改
め
る
。

11

、

様
式
第
二
十
一
の
備
考
８
中
「1
1
ま
で
及
び
1
3
か
ら
2
0

」
を
「1

0
ま
で
及
び
1
2
か
ら
1
9

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
二
の
備
考
４
中
「は

本
人
の
印

（
」
を
「で

あ
つ
て

」
に
改
め
、
「並

び
に
印

）
」
を
削
り
、
同
様
式
の

備
考
７
中
「1

1
1
3
及
び
1
6
か
ら
2
0

」
を
「1

0
1
2
及
び
1
5
か
ら
1
9

」
に
改
め
る
。

、
、

（
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
を
削
る
。

第
六
条
の
二
第
三
項
中
「
特
許
法
施
行
規
則
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
」
を
加
え
る
。
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第
十
六
条
第
二
項
中
「
又
は
印
鑑
」
を
削
る
。

第
十
八
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
中
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
九
条
第
三
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
六
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
十

八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
三
、
様
式
第
十
四
及
び
様
式
第
二
十
一
中
「㊞

」
を
削
る

様
式
第
一
の
備
考

中
「書

い
て
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
る
。

11

様
式
第
二
の
備
考
５
中
「特
例
法
施
行
規
則

」
を
「工

業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（平
成
２
年
通
商
産
業
省
令
第
4
1
号

以
下

「特
例
法
施
行
規
則

」と
い
う

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

中
「記

。
。

24

載
し

そ
の
横
に
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
、
「記

載
し

そ
の
横
に
代
表
者
の
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」

、
、

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

を
削
り
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

25

26

25

27

26

28

中
「備
考
2
7

」
を
「備

考
2
6

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

27

29

28

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「は

本
人
の
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

（
」
を
「で

あ
つ

30

29

31

30

32
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て

」
に
改
め
、
「並

び
に
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

）
」
を
削
り
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を

31

33

備
考

と
し
、
備
考

か
ら
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

32

34

47

様
式
第
八
の
二
の
備
考
６
中
「2

5
ま
で

2
7

3
0

3
2
及
び
4
1
か
ら
4
5

」
を
「2

4
ま
で

2
6

2
9

3
1
及
び
4
0
か
ら
4
4

、
、

、
、

、
、

」
に
改
め
る
。

様
式
第
九
の
二
の
備
考
３
中
「記

載
し

そ
の
横
に
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
、
「記

載
し

そ
の
横
に
代
表

、
、

者
の
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
６
中
「3

0
か
ら
3
2
ま
で
及
び
4
1
か
ら
4
4

」
を
「2

9
か
ら
3
1

ま
で
及
び
4
0
か
ら
4
3

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
の
備
考
２
中
「記
載
し

そ
の
横
に
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
、
「記

載
し

そ
の
横
に
代
表
者
の

、
、

印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
８
中
「2

5
2
7

3
0
か
ら
3
2
ま
で
及
び
4
1
か
ら
4
4

」
を
「2

6
、

、
、

2
9
か
ら
3
1
ま
で
及
び
4
0
か
ら
4
3

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
の
二
の
備
考
２
中
「2

5
2
7

3
0

3
2
及
び
4
1
か
ら
4
5

」
を
「2

6
2
9

3
1
及
び
4
0
か
ら
4
4

」
に
改
め
る
。

、
、

、
、

、

様
式
第
十
一
の
備
考
３
中
「備

考
1
6
及
び
1
7

」
を
「備

考
1
5
及
び
1
6

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
６
を
削
り
、
同
様
式

中
備
考
７
を
備
考
６
と
し
、
備
考
８
を
備
考
７
と
し
、
同
様
式
の
備
考
９
中
「備

考
８

」
を
「備

考
７

」
に
改
め
、
同
備
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考
を
同
様
式
の
備
考
８
と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考
９
と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、

10

11

10

12

11

備
考

を
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「印

及
び
識
別
ラ
ベ
ル

（承
継
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は

「
【代

表
13

12

14

者

】
」の

欄
並
び
に
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

）
」
を
「
「
【代
表
者

】
」
（承

継
人
が
法
人
の
場
合
に
限
る

）
」
に
改
め

。

、
「不

要
と
し

」
の
下
に
「
「
（
【手

数
料
の
表
示

】
）
」の

欄
の
次
に

「
【そ

の
他

】
」の

欄
を
設
け
て

「譲
渡
人

、

の
手
続
で
あ
る

」の
よ
う
に
記
載
す
る

」
を
加
え
、
「
（権

利
の
承
継
を
証
明
す
る
書
面
が
そ
の
謄
本
若
し
く
は
抄

。
。

本
で
あ
つ
て
認
証
の
あ
る
も
の
又
は
譲
渡
人
及
び
譲
受
人
が
記
名
し

印
を
押
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
に
限
る

）
」
及

、
。

び
「
（備

考
1
7
に
該
当
す
る
と
き
を
除
く

）
」
を
削
り
、
同
備
考
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と

。

13

し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

を
削
り

15

14

16

15

17

16

18

、
同
様
式
の
備
考

中
「2

9
か
ら
3
2
ま
で

3
5

3
7
及
び
4
1
か
ら
4
5

」
を
「2

8
か
ら
3
1
ま
で

3
4

3
6
及
び
4
0
か
ら
4
4

」

19

、
、

、
、

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

16

1
7
第
2
2
条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る

「権
利
の
承
継
を
証
明
す
る

書
面

」は
売
買

贈
与
等
に
よ
る
と
き
は

「譲
渡
証
書

」等
相
続
に
よ
る
と
き
は

「戸
籍
の
謄
本

」及
び

「住
、

、
、

民
票

」等
法
人
の
合
併
に
よ
る
と
き
は

「登
記
事
項
証
明
書

」等
と
す
る

「譲
渡
証
書

」等
に
は

譲
渡
人
が

、
。

、
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記
名
し

印

（本
人
確
認
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
の
様
式
に
お
い
て
同
じ

）を
押
さ
な
け
れ
ば
ら
な
い

、
。

。
。

1
8
第
2
2
条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
施
行
規
則
第
６
条
に
規
定
す
る

「許
可

認
可

同
意
若
し
く
は
承

、
、

諾
を
証
明
す
る
書
面

」又
は
第
2
2
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
2
7
条
第
１
項
に
規
定
す
る

「持
分
に
つ

い
て
証
明
す
る
書
面

」に
は

そ
の
作
成
者
が
記
名
し

印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
、

。

様
式
第
十
一
の
三
の
備
考
５
中
「2

5
2
7

3
0
か
ら
3
2
ま
で
及
び
4
1
か
ら
4
5

」
を
「2

6
2
9
か
ら
3
1
ま
で
及
び
4
0
か
ら

、
、

、

4
4

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
の
備
考

中
「記
載
し

そ
の
横
に
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
、
「記

載
し

そ
の
横
に
代
表
者

11

、
、

の
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

を
削
り
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を

12

13

12

14

備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「は

本
人
の
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

（
」
を
「で

あ
つ
て

」
に
改
め
、
「並

び
に
印
及

13

15

び
識
別
ラ
ベ
ル

）
」
を
削
り
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

か
ら
備

14

16

15

17

考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

26様
式
第
十
三
の
備
考
４
中
「記

載
し

代
表
者
の
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
６
中
「は

、

本
人
の
印

（
」
を
「で

あ
つ
て

」
に
改
め
、
「及

び
印

）
」
を
削
る
。
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様
式
第
十
四
の
備
考
２
中
「記

載
し

代
表
者
の
印
を
押
す

」
を
「記
載
す
る

」
に
改
め
る
。

、

様
式
第
十
四
の
二
の
備
考
９
中
「2

5
2
7

3
0
か
ら
3
2
ま
で

3
4
か
ら
3
6
ま
で
及
び
4
1
か
ら
4
5

」
を
「2

6
2
9
か
ら
3
1

、
、

、
、

ま
で

3
3
か
ら
3
5
ま
で
及
び
4
0
か
ら
4
4

」
に
、
「備

考
3
6

」
を
「備

考
3
5

」
に
改
め
る
。

、様
式
第
十
五
の
二
の
備
考
４
を
削
り
、
同
様
式
中
備
考
５
を
備
考
４
と
し
、
同
様
式
の
備
考
６
中
「備

考
７
か
ら
９
ま

で
及
び
1
2

」
を
「
備考

６
か
ら
８
ま
で
及
び
1
1

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
５
と
し
、
同
様
式
中
備
考
７
を
備

考
６
と
し
、
同
様
式
の
備
考
８
中
「又

は
提
出
す
る
書
類
に
印
を
押
さ
ず
若
し
く
は
識
別
ラ
ベ
ル
を
は
ら
な
い
で
し
た
手

続

」
及
び
「

｢
代
表
者
｣

」
を
削
り
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
７
と
し
、
同
様
式
中
備
考
９
を
備
考
８
と
し
、
備
考

、

10

か
ら
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
様
式
の
備
考

中
「備

考
1
4
及
び
1
6

」
を
「備

考
1
3
及
び
1
5

」
に
改
め
、
同

14

15

備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「備

考
1
4

」
を
「備

考
1
3

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

14

16

と
し
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「2

7
3
0
か
ら
3
2
ま
で
及

15

17

16

18

17

19

、

び
4
1
か
ら
4
5

」
を
「2

6
2
9
か
ら
3
1
ま
で
及
び
4
0
か
ら
4
4

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
す
る
。

、

18

様
式
第
十
七
の
備
考

中
「第

３
項

」
を
「第

２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

中
「1

3
1
7
及
び
2
2

」
を
「1

2

10

11

、
、

1
6
及
び
2
1

」
に
改
め
る
。
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様
式
第
十
八
の
備
考
１
中
「第

３
項

」
を
「第

２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中
「1

3
1
7
及
び
2
2

」
を
「1

2
、

、

1
6
及
び
2
1

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
九
の
備
考
３
中
「1

3
1
7
及
び
2
2

」
を
「1

2
1
6
及
び
2
1

」
に
改
め
る
。

、
、

様
式
第
二
十
の
備
考
２
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
３
中
「第

1
3
条
の
２
第
４
項

」
を
「第

1
3
条
の
２
第
３
項

」
に
改
め

、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
２
と
し
、
同
様
式
中
備
考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５
を
備
考
４
と
し
、
同
様
式
の
備
考
６

中
「2

7
及
び
4
1
か
ら
4
4
ま
で
並
び
に
様
式
第
1
0
の
備
考
５

」
を
「2

6
及
び
4
0
か
ら
4
3
ま
で
並
び
に
様
式
第
1
0
の
備
考
２
及

び
５

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
５
と
す
る
。

様
式
第
二
十
一
の
備
考
８
中
「2

4
2
6
か
ら
3
2
ま
で
及
び
4
1
か
ら
4
5

」
を
「2

4
か
ら
3
1
ま
で
及
び
4
0
か
ら
4
4

」
に
改
め

、

る
。様

式
第
二
十
二
の
備
考

及
び
様
式
第
二
十
三
の
備
考
６
中
「2

5
2
7

3
0

3
2
及
び
4
1
か
ら
4
5

」
を
「2

6
2
9

3
1

11

、
、

、
、

、

及
び
4
0
か
ら
4
4

」
に
改
め
る
。

（
電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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様
式
第
一
、
様
式
第
一
の
四
、
様
式
第
一
の
五
、
様
式
第
四
及
び
様
式
第
五
の
三
中
「㊞

」
又
は
「印

」
及
び
「４

氏

名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署

、
、

。
、

す
る
も
の
と
す
る

」
、
「５

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に

。
、

、
。

お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
、
「７

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名

、
。

、
、

す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
又
は
「８

氏
名
を
記
載

。
、

。

し
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の

、
、

。
、

と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
一
の
二
及
び
様
式
第
一
の
三
中
「㊞

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代

。
、

え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「

、
。

、
。

１
こ
の

」
を
「こ

の

」
に
改
め
、
様
式
第
六
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名

、
、

す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

用
紙

」

。
、

。

を
「用

紙

」
に
改
め
る
。

（
重
油
及
び
粗
油
等
の
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

重
油
及
び
粗
油
等
の
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
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を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
三
及
び
様
式
第
四
中
「記

名
押
印
又
は
署
名

」
を
「代

表
者
名

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

（
電
気
用
品
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

電
気
用
品
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。様

式
第
三
、
様
式
第
五
の
二
、
様
式
第
八
、
様
式
第
九
及
び
様
式
第
十
一
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印

、

す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「１

こ
の

」
を
「こ

の

」
に
改
め
、
様
式
第
四
中
「印

、
。

」
を
削
り
、
「記

名
押
印
す
る
こ
と

た
だ
し

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
、

、
、

」
を
「氏

名
を
記
載
す
る
こ
と

」
に
改
め
、
様
式
第
五
中
「印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代

。
。

、

え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
る
。

、
。

（
電
気
事
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
主
任
技
術
者
の
資
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

電
気
事
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
主
任
技
術
者
の
資
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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様
式
第
一
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合

、
、

。

に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
工
業
規
格

」
を

、
。

、

「用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格

」
に
改
め
、
様
式
第
一
の
二
か
ら
様
式
第
七
ま
で
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
、

産
業
規
格

」
に
改
め
、
様
式
第
八
中
「印

」
及
び
「３
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が

、
、

で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

。
、

。

「
ふ
り
が
な

「

ふ
り
が
な

本
産
業
規
格

」
に
改
め
、
様
式
第
九
中

を

氏
名

印

」

氏
名

」

に
改
め
る
。

（
電
気
関
係
報
告
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

電
気
関
係
報
告
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
。

様
式
第
十
三
の
二
及
び
様
式
第
十
三
の
四
か
ら
様
式
第
十
三
の
六
ま
で
中
「印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す

、
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る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」

、
。

、
。

、
「４

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず

、
、

。
、

本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
又
は
「５

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
、

、

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
十
三
の
三
中
「印

」
及
び
「

。
、

。

２
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人

、
、

。
、

が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

用
紙

」
を
「用

紙

」
に
改
め
る
。

。

（
発
電
水
力
流
量
測
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

発
電
水
力
流
量
測
定
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。

（
容
器
保
安
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

容
器
保
安
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
八
中
「㊞

」
及
び
「４

氏
名
を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。こ
の
場
合

に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

。

」
を
削
り
、
様
式
第
十
一
及
び
様
式
第
十
五
中
「㊞

」
及
び
「



- 51 -

２
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人

、
、

。
、

が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

こ
の

」
を
「こ
の

」
に
改
め
、
様
式
第
十
九
か
ら
様
式
第
二
十
四
ま
で
中

。

「高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

「高

「署
名

」
を
削
り
、
様
式
第
三
十
三
及
び
様
式
第
三
十
四
中

印

を

指
定
容
器
検
査
機
関

」

指

圧
ガ
ス
保
安
協
会

に
改
め
る
。

定
容
器
検
査
機
関

」

（
冷
凍
保
安
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

冷
凍
保
安
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
、
様
式
第
五
か
ら
様
式
第
七
ま
で
、
様
式
第
九
、
様
式
第
十
、
様
式
第
十
三
、
様
式
第
十
四
、
様
式
第
十
五
、

様
式
第
十
九
の
二
、
様
式
第
十
九
の
三
、
様
式
第
二
十
か
ら
様
式
第
二
十
三
ま
で
、
様
式
第
二
十
五
、
様
式
第
二
十
六
、
様

式
第
三
十
七
か
ら
様
式
第
四
十
ま
で
、
様
式
第
四
十
六
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。こ
の
場
合
に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

。

」
又
は
「４

氏
名

を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。こ
の
場
合
に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
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る
も
の
と
す
る

。

」
を
削
り
、
様
式
第
十
一
、
様
式
第
十
九
の
四
及
び
様
式
第
二
十
七
中
「高

圧
ガ
ス
保
安
協
会

印
」
を
「高

圧
ガ
ス
保
安
協
会

」
に
改
め
、
様
式
第
十
二
中
「指

定
完
成
検
査
機
関
名

印

」
を
「指

定
完
成
検
査
機
関

名

」
に
改
め
、
様
式
第
十
九
の
五
中
「指

定
輸
入
検
査
機
関
名

印

」
を
「指

定
輸
入
検
査
機
関
名

」
に
改
め
、
様
式

第
二
十
八
中
「指

定
保
安
検
査
機
関
名

印

」
を
「指

定
保
安
検
査
機
関
名

」
に
改
め
、
様
式
第
四
十
三
の
二
中
「㊞

」
及
び
「３

〔

〕内
は
該
当
す
る
一
機
関
名
を
記
載
す
れ
ば
よ
い

」
を
削
り
、
様
式
第
四
十
七
及
び
様
式
第
四
十
八

。

中
「

都
道
府
県
知
事

印

を
「

都
道
府
県
知
事

に
改
め
る
。

指
定
都
市
の
長

」
指
定
都
市
の
長

」

（
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
、
様
式
第
五
、
様
式
第
六
、
様
式
第
九
、
様
式
第
十
一
か
ら
様
式
第
十
四
ま
で
、
様
式
第
十
七
、
様
式
第
十
八

、
様
式
第
二
十
一
、
様
式
第
二
十
二
、
様
式
第
二
十
七
の
二
、
様
式
第
二
十
七
の
三
、
様
式
第
二
十
八
か
ら
様
式
第
二
十
九

ま
で
、
様
式
第
三
十
一
か
ら
様
式
第
三
十
七
ま
で
、
様
式
第
三
十
九
、
様
式
第
四
十
、
様
式
第
四
十
三
、
様
式
第
四
十
五
、

様
式
第
四
十
九
、
様
式
第
五
十
一
か
ら
様
式
第
五
十
四
の
三
ま
で
、
様
式
第
五
十
四
の
六
、
様
式
第
五
十
四
の
七
及
び
様
式
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第
五
十
七
中
「㊞

」
又
は
「印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

こ
の
場
合
に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

。
」
、
「４

氏
名
を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代

え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。こ
の
場
合
に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

。

」
、
「５

氏

名
を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。こ
の
場
合
に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署

す
る
も
の
と
す
る

。

」
又
は
「６

氏
名
を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。こ
の
場
合

に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

。

」
を
削
り
、
様
式
第
十
九
、
様
式
第
二
十
七
の
四
及
び
様
式
第

四
十
一
中
「高

圧
ガ
ス
保
安
協
会

印

」
を
「高

圧
ガ
ス
保
安
協
会

」
に
改
め
、
様
式
第
二
十
中
「指

定
完
成
検
査
機

関
名

印

」
を
「指

定
完
成
検
査
機
関
名

」
に
改
め
、
様
式
第
二
十
七
の
五
中
「指

定
輸
入
検
査
機
関
名

印

」

を
「指

定
輸
入
検
査
機
関
名

」
に
改
め
、
様
式
第
四
十
二
中
「指

定
保
安
検
査
機
関
名

印

」
を
「指

定
保
安
検
査
機

関
名

」
に
改
め
、
様
式
第
五
十
七
の
二
中
「代

表
者

氏
名

印

」
を
「代

表
者

氏
名

」
に
改
め
、
「４

氏
名
を

記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。こ
の
場
合
に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る

「

都
道
府
県
知
事

「

都
道
府

も
の
と
す
る

。

」
を
削
り
、
様
式
第
五
十
八
か
ら
様
式
第
五
十
九
ま
で
中

印

を

指
定
都
市
の
長

」

指
定
都
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県
知
事

に
改
め
る
。

市
の
長

」

（
一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

一
般
高
圧
ガ
ス
保
安
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
、
様
式
第
五
、
様
式
第
六
、
様
式
第
九
、
様
式
第
十
一
か
ら
様
式
第
十
四
ま
で
、
様
式
第
十
七
、
様
式
第
十
八

、
様
式
第
二
十
一
、
様
式
第
二
十
二
、
様
式
第
二
十
三
、
様
式
第
二
十
八
の
二
、
様
式
第
二
十
八
の
三
、
様
式
第
二
十
九
、

様
式
第
三
十
、
様
式
第
三
十
二
、
様
式
第
三
十
三
か
ら
様
式
第
三
十
八
ま
で
、
様
式
第
四
十
、
様
式
第
四
十
一
、
様
式
第
四

十
四
、
様
式
第
四
十
六
、
様
式
第
五
十
、
様
式
第
五
十
二
か
ら
様
式
第
五
十
五
の
三
ま
で
、
様
式
第
五
十
五
の
六
、
様
式
第

五
十
五
の
七
及
び
様
式
第
五
十
八
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が

で
き
る

。こ
の
場
合
に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

。

」
、
「４

氏
名
を
記
載
し

、押
印
す
る

こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。こ
の
場
合
に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

。

」
、

「５
氏
名
を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。こ
の
場
合
に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本

人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

。

」
又
は
「６

氏
名
を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
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こ
の
場
合
に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

。

」
を
削
り
、
様
式
第
十
九
、
様
式
第
二
十
八
の
四
及

び
様
式
第
四
十
二
中
「高

圧
ガ
ス
保
安
協
会

印

」
を
「高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

」
に
改
め
、
様
式
第
二
十
中
「指

定
完

成
検
査
機
関
名

印

」
を
「指

定
完
成
検
査
機
関
名

」
に
改
め
、
様
式
第
二
十
八
の
五
中
「指

定
輸
入
検
査
機
関
名

印

」
を
「指

定
輸
入
検
査
機
関
名

」
に
改
め
、
様
式
第
四
十
三
中
「指

定
保
安
検
査
機
関
名

印

」
を
「指

定
保

安
検
査
機
関
名

」
に
改
め
、
様
式
第
五
十
九
及
び
様
式
第
六
十
中
「

都
道
府
県
知
事

印

を
「

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
長

」

指
定
都
市
の
長

」
に
改
め
る
。

（
液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

液
化
石
油
ガ
ス
器
具
等
の
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
、
様
式
第
五
、
様
式
第
七
の
二
、
様
式
第
十
、
様
式
第
十
四
及
び
様
式
第
十
五
中
「㊞

」
又
は
「印

」
及
び
「

２
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「１

こ
の

」
を
「こ

の

」

、
、

。

に
改
め
、
様
式
第
六
中
「㊞

」
を
削
り
、
「記

名
押
印
す
る
こ
と

た
だ
し

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

。
、

、
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署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「氏

名
を
記
載
す
る
こ
と

」
に
改
め
、
様
式
第
七
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名
を
記

、
。

。

載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
る
。

、
、

。

（
砂
利
採
取
業
者
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

砂
利
採
取
業
者
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
三
、
様
式
第
四
の
二
、
様
式
第
六
、
様
式
第
六
の
二
、
様
式
第
八
か
ら
様
式
第
十
ま
で
及
び
様
式
第

十
二
中
「㊞

」
又
は
「印

」
及
び
「３

氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

（
ふ
り
が
な
）

、

き
る

」
、
「３

氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
又
は
「４

。
、

。

氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
様
式
第
五
中
「㊞

」

（
ふ
り
が
な
）

、
。

及
び
「４
氏

名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「記

名

（
ふ
り
が
な
）

、
。

押
印

」
を
「記

名

」
に
改
め
、
様
式
第
七
及
び
様
式
第
十
四
中
「㊞
」
及
び
「３

氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お

い
て
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
４
を
同
様
式
備
考
３
と
す
る
。

、
。
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（
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
十
五
、
様
式
第
十
九
か
ら
様
式
第
二
十
一
ま
で
、
様
式
第
二
十
三
、
様
式
第
二
十
九
、
様
式
第
三
十

四
、
様
式
第
三
十
六
、
様
式
第
四
十
二
、
様
式
第
四
十
七
、
様
式
第
五
十
、
様
式
第
五
十
五
、
様
式
第
五
十
六
、
様
式
第
六

十
、
様
式
第
六
十
七
、
様
式
第
七
十
七
、
様
式
第
七
十
九
か
ら
様
式
第
八
十
一
ま
で
、
様
式
第
八
十
八
、
様
式
第
八
十
九
、

様
式
第
九
十
二
及
び
様
式
第
九
十
三
中
「印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と

、
、

が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
、
「４

氏
名
を
記
載
し

押
印
す

。
、

。
、

る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」

、
。

、
。

、
「５

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず

、
、

。
、

本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
、
「７

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
、

、
。

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
、
「

0
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に

、
。

1
、

代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
又
は
「1

3
、

。
、

。

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が

、
、

。
、



- 58 -

自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
四
、
様
式
第
六
及
び
様
式
第
五
十
七
中
「印

」
を
削
り
、
「

0
ま
で

」
を

。
1

「９
ま
で

」
又
は
「1

3
ま
で

」
を
「1

2
ま
で

」
に
改
め
、
様
式
第
五
、
様
式
第
七
か
ら
様
式
第
九
ま
で
、
様
式
第
十
六
、
様

式
第
十
八
、
様
式
第
二
十
八
、
様
式
第
三
十
五
、
様
式
第
三
十
七
か
ら
様
式
第
四
十
一
ま
で
、
様
式
第
四
十
三
か
ら
様
式
第

四
十
六
ま
で
、
様
式
第
四
十
八
、
様
式
第
四
十
九
、
様
式
第
五
十
一
か
ら
五
十
四
ま
で
、
様
式
第
五
十
八
、
様
式
第
五
十
九

、
様
式
第
六
十
一
か
ら
様
式
第
六
十
六
ま
で
、
様
式
第
六
十
八
、
様
式
第
七
十
か
ら
様
式
第
七
十
六
ま
で
、
様
式
第
七
十
八

、
様
式
第
八
十
二
、
様
式
第
八
十
三
、
様
式
第
八
十
七
、
様
式
第
九
十
四
及
び
様
式
第
九
十
五
中
「印

」
及
び
「２

氏
名

を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す

、
、

。
、

る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

用
紙

」
を
「用

紙

」
に
改
め
、
様
式
第
二
十
四
か
ら
様
式
第
二
十
七
ま
で
中
「印

」

。

及
び
「４

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て
署
名
は
必
ず

、
、

。

本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
九
十
、
様
式
第
九
十
一
、
様
式
第
九
十
八
中
「印

」
及
び
「２

氏
。

名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署

、
、

。
、

す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

こ
の
用
紙

」
を
「こ

の
用
紙

」
に
改
め
る
。

。

（
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
三
十
四
条

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
十
四
の
二
、
様
式
第
十
四
の
二
の
二
、
様
式
第
十
五
及
び
様
式
第
四
十
七
の
二
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記

載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も

、
、

。
、

の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

用
紙

」
を
「用
紙

」
に
改
め
る
。

。

（
電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
中
「㊞

」
及
び
「６

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合

、
、

。

に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
７
を
同
様
式
備
考
６
と
し
、
様
式
第

、
。

九
中
「㊞

」
及
び
「４

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

、
、

。

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「記

名
捺
印

」
を
「記

名

」
に
改
め
、
様
式
第
十
、
様
式
第

、
。

十
四
の
二
、
様
式
第
十
八
及
び
様
式
第
二
十
一
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名

、
、

す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
、
「４

氏
名
を
記
載
し

。
、

。
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押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と

、
、

。
、

す
る

」
又
は
「６

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

。
、

、
。

、

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
る
。

。

（
ガ
ス
用
品
の
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

ガ
ス
用
品
の
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
、
様
式
第
五
、
様
式
第
七
の
二
、
様
式
第
十
、
様
式
第
十
二
及
び
様
式
第
十
六
中
「印

」
又
は
「印

」
及
び
「

２
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「１

こ
の

」
を
「こ

の

」

、
、

。

に
改
め
、
様
式
第
六
中
「印

」
を
削
り
、
「記

名
押
印
す
る
こ
と

た
だ
し

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

。
、

、

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「氏

名
を
記
載
す
る
こ
と

」
に
改
め
、
様
式
第
七
中
「印

」
及
び
「３

氏
名
を
記

、
。

。

載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
る
。

、
、

。

（
熱
供
給
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
熱
供
給
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
経
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済
産
業
省
令
第
三
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
熱
供
給
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
三
十
二
号
）
に
よ
る
改
正

前
の
熱
供
給
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
九
か
ら
様
式
第
十
二
ま
で
及
び
様
式
第
十
七
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

、
。

、
。

用
紙

」
を
「用

紙

」
に
改
め
る
。

（
熱
供
給
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

熱
供
給
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。様

式
第
一
、
様
式
第
十
二
、
様
式
第
十
三
及
び
様
式
第
十
六
中
「印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に

、

代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
又
は
「７

、
。

、
。

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が

、
、

。
、

自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
六
及
び
様
式
第
八
中
「印
」
を
削
り
、
「８

ま
で

」
を
「６

ま
で

」
に
改
め

。
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、
様
式
第
七
、
様
式
第
九
か
ら
様
式
第
十
一
ま
で
、
様
式
第
十
四
及
び
様
式
第
十
五
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と

、
、

。
、

す
る

」
を
削
り
、
「１

用
紙

」
を
「用

紙

」
に
改
め
る
。

。

（
石
油
需
給
適
正
化
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

石
油
需
給
適
正
化
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
様
式
第
八
中
「印

」
及
び
「５

「押
印

」の
欄
に
は

．
、

押
印
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は

押
印

、

を
す
る
こ
と

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
６
を
同
様
式
備
考
５
と
す
る
。

。

（
経
済
産
業
省
関
係
特
定
製
品
の
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

経
済
産
業
省
関
係
特
定
製
品
の
技
術
上
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
、
様
式
第
五
、
様
式
第
七
の
二
、
様
式
第
十
、
様
式
第
十
五
及
び
様
式
第
十
六
中
「㊞

」
又
は
「印

」
及
び
「

２
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「１

こ
の

」
を
「こ

の

」

、
、

。

に
改
め
、
様
式
第
六
中
「㊞

」
を
削
り
、
「記

載
し

押
印
す
る
こ
と

た
だ
し

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代

、
。

、
、
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え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「記

載
す
る
こ
と

」
に
改
め
、
様
式
第
七
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載

、
。

。

し
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
る
。

、
、

。

（
経
済
産
業
省
関
係
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
一
条

経
済
産
業
省
関
係
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
通
商
産

業
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
七
、
様
式
第
九
、
様
式
第
十
、
様
式
第
十
八
及
び
様
式
第
十
九
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載

し
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
又
は
「４

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、
、

。
、

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
様
式
第
二
か
ら
様
式
第
四
ま
で
及
び
様
式
第
二
十
中
「㊞

」
及
び
「２

氏
名

、
。

を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「１

用
紙

」
を
「用

紙

」
に
改
め
、

、
、

。

様
式
第
五
及
び
様
式
第
六
中
「㊞

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

、
、

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
を
同
様
式
備
考
２
と
し
、
様
式
第
八
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ

。
、

と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「記

名
押
印
す
る
こ
と

た
だ
し

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る

、
。

。
、

、

こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「記

名
す
る
こ
と

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
４
を
同
様
式
備
考
３
と

、
。

。
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し
、
様
式
第
十
一
中
「①

届
出
者

」
を
「届

出
者

」
に
改
め
、
「㊞

」
及
び
「①

氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の

（

氏
名

を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

本
人

（法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者

）が
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
、

、
。

」
を
削
り
、
②
を
①
と
し
、
③
か
ら
⑬
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
、
様
式
第
十
二
中
「①

届
出
者

」
を
「届

出
者

」
に
改
め

、
「㊞

」
及
び
「①

氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

本
人

法
（

）
、

、
（

人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者

が
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
②
を
①
と
し
、
、
③
か
ら
⑯
ま
で
を
一
ず
つ
繰

）
。

り
上
げ
、
様
式
第
十
三
中
「㊞
」
及
び
「２
氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
し

押
印
す
る
こ

．
（

）
、

と
に
代
え
て

本
人

（法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者

）が
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
を
同

、
。

様
式
備
考
２
と
し
、
同
様
式
備
考
４
か
ら
同
様
式
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
、
様
式
第
十
四
中
「㊞

」
及
び
「２

10

．

氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

本
人

（法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の

（
）

、
、

代
表
者

）が
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
を
同
様
式
備
考
２
と
し
、
同
様
式
備
考
４
か
ら
同
様

。

式
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
、
様
式
第
二
十
一
中
「㊞
」
及
び
「５

「押
印

」の
欄
に
は

押
印
す
る
こ
と
と
さ

11

、

れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は

押
印
す
る

た
だ
し

氏
名
を
記
載
し

、
。

、
、

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
６
を
同
様
式
備
考
５
と
す
る
。

、
。
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（
特
定
設
備
検
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
二
条

特
定
設
備
検
査
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
十
中
「㊞

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。こ
の
場
合

に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

。

」
を
削
り
、
「１

こ
の

」
を
「こ

の

」
に
改
め
、
様
式
第
二

十
四
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。こ
の
場
合
に
お
い

て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

。

」
を
削
り
、
様
式
第
十
八
か
ら
様
式
第
二
十
三
ま
で
中
「署

名

」
を
削

る
。

（
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
三
条

石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
八
、
様
式
第
十
一
か
ら
様
式
第
十
三
ま
で
及
び
様
式
第
二
十
四
中
「氏

名

印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
様
式
第
九
中
「印

」
及
び
「５

登
録
申
請
者
本
人
が
署
名
押
印
す
る
こ
と

」
を

。

削
り
、
様
式
第
二
十
三
中
「印

」
を
削
り
、
「署

名

」
を
「署

名
又
は
記
名

」
に
改
め
、
様
式
第
四
十
五
中
「印

」
及
び
「

５

「押
印

」の
欄
に
は

押
印
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
を
行

、
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う
場
合
に
あ
つ
て
は

押
印
を
す
る
こ
と

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
６
を
同
様
式
備
考
５
と
す
る
。

、
。

（
揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
四
条

揮
発
油
等
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
五
の
二
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
様
式
第
三
十
一
中
「㊞

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し
、

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す

、
。

、

る

」
を
削
り
、
「１

こ
の

」
を
「こ
の

」
に
改
め
、
様
式
第
三
十
二
中
「㊞

」
及
び
「４

氏
名
を
記
載
し

押
印
す

。
、

る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」

、
。

、
。

を
削
る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
五
条

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
書
面
が
特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規
定
す
る
国
際

調
査
機
関
が
国
際
調
査
を
す
る
国
際
出
願
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
押
印
に
代
え
て
提
出
者
が
」
を
削
る
。



- 67 -

第
六
条
第
一
項
中
「
印
を
押
し
た
願
書
（
特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規
定
す
る
国
際
調
査
機
関
が
国
際
調
査
を
す
る
国
際

出
願
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
が
記
名
し
、
か
つ
、
署
名
を
し
た
も
の
）
」
を
「
署
名
を
し
た
願
書
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
、
あ
て
名
又
は
印
鑑
」
を
「
又
は
あ
て
名
」
に
、
「
、
様
式
第
四
若
し
く
は
様
式
第
四
の
二
又
は

様
式
第
五
若
し
く
は
様
式
第
五
の
二
」
を
「
又
は
様
式
第
四
若
し
く
は
様
式
第
四
の
二
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
十
条
第
二
号
中
「
押
印
又
は
」
を
削
る
。

第
三
十
六
条
第
四
項
中
「
印
を
押
し
、
又
は
」
を
削
る
。

第
五
十
三
条
第
三
項
及
び
第
六
十
三
条
第
一
項
第
四
号
中
「
押
印
」
を
「
署
名
」
に
改
め
る
。

第
八
十
四
条
第
三
項
中
「
の
印
を
押
す
」
を
「
が
署
名
を
す
る
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
二
、
様
式
第
二
の
三
、
様
式
第
二
の
五
、
様
式
第
二
の
七
、
様
式
第
二
の
九
、
様
式
第
十
一
の
三

、
様
式
第
十
一
の
五
、
様
式
第
十
一
の
七
、
様
式
第
十
二
、
様
式
第
十
三
、
様
式
第
十
三
の
三
、
様
式
第
十
五
、
様
式
第

十
五
の
二
の
二
、
様
式
第
十
五
の
二
の
四
、
様
式
第
十
五
の
三
、
様
式
第
十
六
、
様
式
第
十
七
、
様
式
第
二
十
の
三
、
様

式
第
二
十
一
の
三
、
様
式
第
二
十
四
、
様
式
第
二
十
六
及
び
様
式
第
二
十
六
の
三
中
「㊞

」
を
「
（署

名

：

）
」
に
改
め
る
。
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様
式
第
一
の
二
、
様
式
第
二
の
二
、
様
式
第
二
の
四
、
様
式
第
二
の
六
、
様
式
第
二
の
八
、
様
式
第
二
の
十
、
様
式
第

三
の
二
、
様
式
第
四
の
二
、
様
式
第
五
の
四
、
様
式
第
五
の
六
、
様
式
第
六
の
二
、
様
式
第
十
一
の
四
、
様
式
第
十
一
の

六
、
様
式
第
十
一
の
八
、
様
式
第
十
二
の
二
、
様
式
第
十
三
の
二
、
様
式
第
十
三
の
四
、
様
式
第
十
五
の
二
、
様
式
第
十

五
の
二
の
三
、
様
式
第
十
五
の
二
の
五
、
様
式
第
十
五
の
四
、
様
式
第
十
六
の
二
、
様
式
第
十
七
の
二
、
様
式
第
二
十
六

の
二
、
様
式
第
二
十
六
の
四
、
様
式
第
二
十
七
の
二
及
び
様
式
第
二
十
九
の
二
中
「
（㊞

）
」
を
削
る
。

様
式
第
十
八
の
二
、
様
式
第
十
九
の
二
、
様
式
第
二
十
の
四
、
様
式
第
二
十
一
の
四
、
様
式
第
二
十
二
の
二
、
様
式
第

二
十
三
の
二
及
び
様
式
第
二
十
四
の
二
中
「㊞

」
を
「S

i
g
n
a
t
u
r
e

」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
の
備
考

及
び
様
式
第
二
の
三
の
備
考
４
中
「印

」
を
「署

名

」
に
改
め
る
。

18

様
式
第
一
の
二
の
備
考
８
及
び
様
式
第
二
の
四
の
備
考
３
中
「又

は
印

」
を
削
る
。

様
式
第
三
の
備
考
６
中
「印

を
押
す

」
を
「署

名
を
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考

中
「印

」
を
「署

名

」
に
改

16

め
、
同
様
式
の
備
考

中
「印

」
を
「署

名

」
に
改
め
る
。

20

様
式
第
五
及
び
第
五
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
５
及
び
様
式
第
５
の
２

削
除
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（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
六
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
か
ら
様
式
第
九
ま
で
、
様
式
第
十
九
、
様
式
第
二
十
一
、
様
式
第
二
十
七
か
ら
様
式
第
三
十
ま
で
及
び
様
式
第

四
十
中
「

印
」
を
削
り
、
様
式
第
二
十
中
「印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る

、
、

こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
４
を
同

。
、

。

様
式
備
考
３
と
し
、
同
様
式
備
考
５
を
同
様
式
備
考
４
と
し
、
様
式
第
二
十
二
か
ら
様
式
第
二
十
六
ま
で
中
「

印

」
及
び

「３
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
様
式
第
四
十
二
中
「印

」

、
、

。

及
び
「５

「押
印

」の
欄
に
は

押
印
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
を
行
う
場
合

、

に
あ
つ
て
は

押
印
を
す
る
こ
と

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
６
を
同
様
式
備
考
５
と
す
る
。

、
。

（
特
定
ガ
ス
消
費
機
器
の
設
置
工
事
の
監
督
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
七
条

特
定
ガ
ス
消
費
機
器
の
設
置
工
事
の
監
督
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
十
一
及
び
様
式
第
十
四
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が

、
、

で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
る
。

。
、

。
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（
深
海
底
鉱
業
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
八
条

深
海
底
鉱
業
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
三
か
ら
様
式
第
十
二
の
二
ま
で
及
び
様
式
第
十
四
中
「㊞

」
を
削
り
、
「氏

名
を
記
載
し

押
印
す

、

る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」

、
。

、
。

を
「氏

名

（代
表
者
の
氏
名
を
除
く

）は
本
人
が
記
名
す
る
こ
と

」
に
改
め
、
様
式
第
十
五
中
「印

」
及
び
「６

「

。
。

押
印

」の
欄
に
は

押
印
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
を
行
う
場
合

、

に
あ
つ
て
は

押
印
を
す
る
こ
と
」
を
削
り
、
「記

名
押
印

」
を
「記

名

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
７
を
同
様
式
備
考
６

、
。

と
し
、
同
様
式
備
考
８
を
同
様
式
備
考
７
と
す
る
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
士
の
試
験
及
び
免
状
の
交
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
九
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
士
の
試
験
及
び
免
状
の
交
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
「

印

」
を
削
り
、
様
式
第
七
、
様
式
第
九
か
ら
様
式
第
十
四
ま
で
、
様
式
第
十
六
及
び
様
式
第
十
八
か
ら
様

式
第
二
十
六
ま
で
中
「

印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」

、
、

。

を
削
り
、
様
式
第
八
及
び
様
式
第
十
七
中
「

印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る

、
、
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こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
４
を
同
様
式
備
考
３
と
し
、
同
様
式
備
考
５
を
同
様
式
備
考
４
と
す
る
。

。
（
回
路
配
置
利
用
権
等
の
登
録
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
十
条

回
路
配
置
利
用
権
等
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
中
「㊞
」
及
び
「５

代
理
人
に
よ
る
と
き
は
本
人
の
印
は
不
要
と
す
る

」
を
削
り
、
「記

載
し

代
表
者

。
、

の
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
６
を
同
様
式
備
考
５
と
し
、
同
様
式
備
考
７
か
ら
同
様
式
備
考
９

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
、
様
式
第
三
中
「㊞

」
を
削
り
、
「９

ま
で

」
を
「８

ま
で

」
に
改
め
る
。

（
航
空
機
工
業
振
興
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
一
条

航
空
機
工
業
振
興
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
五
中
「印

」
及
び
「５

「押
印

」の
欄
に
は

押
印
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
フ
レ
キ
シ
ブ

．
、

ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は

押
印
を
す
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
６
を
同
様
式
備
考
５
と
す

、
。

る
。

（
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
五
十
二
条

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
保
安
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
四
、
様
式
第
七
、
様
式
第
八
、
様
式
第
十
一
、
様
式
第
十
三
、
様
式
第
十
四
、
様
式
第
十
五
か
ら
様
式
第
十
七
ま

で
、
様
式
第
十
九
、
様
式
第
二
十
、
様
式
第
二
十
三
、
様
式
第
二
十
五
、
様
式
第
二
十
九
、
様
式
第
三
十
一
か
ら
様
式
第
三

十
四
の
三
ま
で
、
様
式
第
三
十
四
の
六
、
様
式
第
三
十
四
の
七
及
び
様
式
第
三
十
七
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。こ
の
場
合
に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と

す
る

。

」
、
「４

氏
名
を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。こ
の
場
合
に
お
い
て

、署

名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

。

」
、
「５

氏
名
を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が

で
き
る

。こ
の
場
合
に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

。

」
又
は
「６

氏
名
を
記
載
し

、押
印
す

る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。こ
の
場
合
に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

。

」

を
削
り
、
様
式
第
五
中
「㊞

」
、
「３

［

］内
は
該
当
す
る
一
機
関
名
を
記
載
す
れ
ば
よ
い

」
及
び
「４

氏
名
を

。

記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る

、
、

。
、

も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
九
及
び
様
式
第
二
十
一
中
「高

圧
ガ
ス
保
安
協
会

印

」
を
「高

圧
ガ
ス
保
安
協

。

会

」
に
改
め
、
様
式
第
十
中
「指

定
完
成
検
査
機
関
名

印

」
を
「指

定
完
成
検
査
機
関
名

」
に
改
め
、
様
式
第
十
四
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の
二
中
「㊞

」
を
削
り
、
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に

、
、

。

お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
４
を
同
様
式
備
考
３
と
し
、
様
式
第
二

、
。

十
二
中
「指

定
保
安
検
査
機
関
名

印

」
を
「指

定
保
安
検
査
機
関
名

」
に
改
め
、
様
式
第
三
十
八
及
び
様
式
第
三
十

「

都
道
府
県
知
事

「

都
道
府
県
知
事

九
中

印

を

に
改
め
る
。

指
定
都
市
の
長

」

指
定
都
市
の
長

」

（
特
定
物
質
等
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
三
条

特
定
物
質
等
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
通
商
産
業
省
令

第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
四
及
び
様
式
第
五
中
「㊞
」
及
び
「６

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る

、
、

こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
７
を
同
様
式
備
考
６
と
し
、
様
式
第
二
及
び
様
式
第
三
中
「㊞

」
及
び
「５

。

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
６
を
同
様
式
備
考
５

、
、

。

と
し
、
様
式
第
六
、
様
式
第
十
二
か
ら
様
式
第
十
四
ま
で
及
び
様
式
第
十
六
の
二
中
「㊞

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し
、

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
を
同
様
式
備
考
２
と
し
、
様
式
第
七

、
。
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及
び
様
式
第
十
一
中
「㊞

」
及
び
「４

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を

、
、

。
削
り
、
同
様
式
備
考
５
を
同
様
式
備
考
４
と
し
、
様
式
第
十
五
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に

、

代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「記

名
押
印

」
を
「記

名

」
に
改
め
、
様
式
第
十
六
及
び
様
式
第
二
十

、
。

一
か
ら
様
式
第
二
十
三
ま
で
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き

、
、

る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
４
を
同
様
式
備
考
３
と
し
、
様
式
第
十
七
中
「㊞

」
及
び
「７

氏
名
を
記
載
し

押
印
す

。
、

る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
８
を
同
様
式
備
考
７
と
し
、
様
式
第
十
八
中
「

、
。

㊞

」
及
び
「８

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
９

、
、

。

を
同
様
式
備
考
８
と
し
、
様
式
第
二
十
中
「㊞

」
、
「４

「押
印

」の
欄
に
は

押
印
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類

、

に
つ
い
て
光
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は

押
印
を
す
る
こ
と

」
及
び
「６

氏
名
を
記
載
し

押
、

。
、

印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
５
を
同
様
式
備
考
４
と
し
、
同
様
式
備
考

、
。

７
を
同
様
式
備
考
５
と
す
る
。

（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
四
条

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
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）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
、
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
手
続
に
お
い
て
使
用
し
よ
う
と
す
る
印
鑑
」
を
「
又
は
住
所
若
し
く

は
居
所
」
に
、
「
、
様
式
第
三
又
は
様
式
第
四
」
を
「
又
は
様
式
第
三
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同

条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

特
許
出
願
人
、
実
用
新
案
登
録
出
願
人
、
意
匠
登
録
出
願
人
及
び
商
標
登
録
出
願
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

す
る
と
き
は
、
同
項
の
書
面
に
提
出
者
（
代
理
人
を
除
く
。
）
の
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
を
削
る
。

第
五
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
、
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
印
鑑
」
を
「
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
」
に
改
め
、
同

条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
五
条
の
二
第
二
項
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
五
号
の
二
ト
中
「
（
印
鑑
を
変
更
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
六
十
三
号
中
「
第
八
項
」
を
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「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
十
四
号
中
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
十
五
号
中
「
第
四
項
」
を

「
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
五
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
七
号
中
「
第
六
十

九
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
二
第
三
十
六
号
中
「
第
五
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
二
項
を
削
る
。

第
六
十
一
条
第
三
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
中
「
第
三
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
第
二
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
中
「
第
三
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
る
。

「

様
式
第
一
中

㊞

を
削
る
。

」

様
式
第
一
、
様
式
第
六
、
様
式
第
八
、
様
式
第
三
十
三
、
様
式
第
三
十
四
及
び
様
式
第
三
十
六
か
ら
様
式
第
四
十
の
三
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「

ま
で
中

㊞
又
は

識
別
ラ
ベ
ル

を
削
る
。

」

様
式
第
一
の
備
考
７
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
８
中
「記
載
し

代
表
者
の
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、

、

同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
７
と
し
、
同
様
式
中
備
考
９
を
備
考
８
と
し
、
備
考

か
ら
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ

10

13

、
同
様
式
の
備
考

を
削
り
、
同
様
式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

か
ら
備
考

ま
で
を
二
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

14

15

13

16

19

「

様
式
第
二
中

㊞

又
は

識
別
ラ
ベ
ル

を
削
り
、
「新

氏
名
又
は
名
称

」
の
下
に

」

「㊞

」
を
加
え
る
。

「

様
式
第
三
中

㊞

又
は

識
別
ラ
ベ
ル

を
削
り
、
「新

住
所
又
は
新
居
所

」
の
下
に

」

「㊞

」
を
加
え
る
。

様
式
第
二
の
備
考
１
、
備
考
４
及
び
備
考
５
を
削
り
、
同
様
式
中
備
考
３
を
備
考
５
と
し
、
備
考
２
を
備
考
４
と
し
、

同
様
式
に
備
考
１
か
ら
備
考
３
ま
で
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
様
式
の
備
考
６
中
「第

２
項

」
を
「第

３
項

」
に
改
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め
、
同
様
式
の
備
考
７
中
「第

３
項

」
を
「第

４
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
８
中
「９

1
3
及
び
1
6
か
ら
1
9

」
を
「

、

８
1
2
及
び
1
4
か
ら
1
7

」
に
改
め
る
。

、

１
特
許
出
願
人

実
用
新
案
登
録
出
願
人

意
匠
登
録
出
願
人
及
び
商
標
登
録
出
願
人
が
届
出
を
す
る
と
き
は

提
出

、
、

、

者

（代
理
人
を
除
く

）の
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

そ
の
場
合

「氏
名
又
は
名
称

」は
法
人
に
あ
っ
て

。
。

、
、

は
名
称
を
記
載
し

そ
の
次
に

「代
表
者

」の
欄
を
設
け
て

そ
の
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
し

代
表
者
の
印
を
押

、
、

、
、

す
。

２
備
考
１
に
記
載
の
者
以
外
の
者
が
届
出
を
す
る
場
合
は

当
該
届
出
人
の
印
を
押
す
こ
と
を
要
し
な
い

代
理
人
に

、
。

よ
る
と
き
で
あ
っ
て
本
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は

「代
表
者

」の
欄
は
不
要
と
し

代
理
人
に
よ
ら
な
い
と
き

、
、

は

「代
理
人

」の
欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い
。

３
特
許
出
願
人

実
用
新
案
登
録
出
願
人

意
匠
登
録
出
願
人
及
び
商
標
登
録
出
願
人
が
届
出
を
す
る
と
き
は

「そ
、

、
、

の
他

」
の
欄
を
設
け
、
「
○
○願

○
○
○
○－

○
○
○
○
○
○
」の

よ
う
に
出
願
の
番
号
を
少
な
く
と
も
一
つ
記
載
す

る
た
だ
し

出
願
の
番
号
が
通
知
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は

「出
願
番
号

」を

「出
願
日

」と
し

「令
和
何
年
何
月

。
、

、

何
日
提
出
の

○
○願

」の
よ
う
に
出
願
の
年
月
日
を
記
載
す
る
。
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様
式
第
三
の
備
考
１
中
「第

３
項

」
を
「第

４
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中
「９

1
3
及
び
1
6
か
ら
1
9

」
を
「

、

８
1
2
及
び
1
4
か
ら
1
7

」
に
、
「及

び
３
か
ら
７

」
を
「か

ら
３
ま
で
及
び
５
か
ら
７

」
に
改
め
る
。

、
様
式
第
四
及
び
様
式
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
４
及
び
様
式
第
５

削
除

様
式
第
六
の
備
考
２
中
「記

載
し

代
表
者
の
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
８
中
「㊞

」

、

を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
９
中
「

９
1
4
及
び
1
6
か
ら
1
9

」
を
「８

及
び
1
4
か
ら
1
7

」
に
改
め
る
。

、
、

様
式
第
七
の
備
考
７
中
「記

載
し
そ
の
横
に
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
、
「記

載
し

そ
の
横
に
代
表
者
の
印

、

を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
８
を
削
り
、
同
様
式
中
備
考
９
を
備
考
８
と
し
、
備
考

を
備
考

10

９
と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同
様
式
の
備
考

中
「は

本
人
の
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

（

11

10

12

11

13

」
を
「で

あ
っ
て

」
に
改
め
、
「並

び
に
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル

）
」
を
削
り
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
し
、
同
様

12

式
中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同
様
式
の

14

13

15

14

16

15

17

16

備
考

中
「1

7
及
び
1
8

」
を
「1

5
及
び
1
6

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考

と
す
る
。

18

17

様
式
第
八
の
備
考
中
「1

3
か
ら
1
9

」
を
「1

2
か
ら
1
7

」
に
改
め
、
「並

び
に
様
式
第
２
の
備
考
１
か
ら
３
ま
で
及
び
５
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」
を
削
り
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
５
と
し
、
同
様
式
に
備
考
１
か
ら
備
考
４
ま
で
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
「氏

名
又
は
名
称

」は
法
人
に
あ
っ
て
は

名
称
を
記
載
し

そ
の
次
に

「代
表
者

」の
欄
を
設
け
て

代
表
者

、
、

、
、

の
氏
名
を
記
載
す
る
。

２

「住
所
又
は
居
所

」は
何
県

何
郡

何
村

大
字
何

字
何

何
番
地

何
号
の
よ
う
に
詳
し
く
記
載
す
る

、
、

、
、

、
、

、
。

た
だ
し

識
別
番
号
を
記
載
し
た
と
き
は

「住
所
又
は
居
所

」の
欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い

、
、

。

３
日
本
に
営
業
所
を
有
す
る
外
国
法
人
で
あ
っ
て

日
本
に
お
け
る
代
表
者
が
手
続
を
行
う
と
き
は

「氏
名
又
は
名

、
、

称

」の
次
に

「日
本
に
お
け
る
営
業
所

」の
欄
を
設
け
て

営
業
所
の
所
在
地
を
記
載
し

そ
の
次
に

「代
表
者

」の
、

、

欄
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

４
代
理
人
に
よ
る
と
き
で
あ
っ
て
本
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は

「代
表
者

」の
欄
は
不
要
と
し

代
理
人
に
よ

、
、

ら
な
い
と
き
は

「代
理
人

」の
欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い
。

様
式
第
十
二
の
備
考
８
中
「又

は
提
出
す
る
書
類
に
印
を
押
さ
ず
若
し
く
は
識
別
ラ
ベ
ル
を
は
ら
な
い
で
し
た
手
続

」

及
び
「

「代
表
者

」
」
を
削
る
。

、

様
式
第
十
三
の
備
考
２
中
「記

載
し

そ
の
横
に
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
、
「記

載
し

そ
の
横
に
代
表
者

、
、
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の
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
九
の
備
考
６
中
「第

３
項

」
を
「第

２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
７
中
「第

４
項

」
を
「第

３
項

」
に

改
め
、
同
様
式
の
備
考
８
中
「第

6
9
条
第
４
項

」
を
「第

6
9
条
第
３
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
の
備
考
３
、
様
式
第
二
十
一
の
備
考
２
、
様
式
第
二
十
二
の
備
考
５
、
様
式
第
二
十
三
の
備
考
２
、
様
式

第
二
十
四
の
備
考
３
、
様
式
第
二
十
五
の
備
考
１
及
び
様
式
第
二
十
六
の
備
考
１
中
「第

３
項

」
を
「第

２
項

」
に
改
め

る
。様

式
第
三
十
二
の
備
考
９
中
「1
7
及
び
1
8

」
を
「1

5
及
び
1
6

」
に
、
「９

ま
で
及
び
1
2
か
ら
1
6

」
を
「８

ま
で
及
び
1
1

か
ら
1
5

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
二
の
二
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考

中
「代

理
人
に
よ
る
と
き
は
本
人
の
印
は
不
要
と
し

」

11

、

を
削
り
、
同
様
式
の
備
考

中
「1

7
か
ら
1
9

」
を
「1

5
か
ら
1
7

」
に
改
め
る
。

16

様
式
第
三
十
三
の
備
考
５
中
「1

3
1
4
及
び
1
6
か
ら
1
9

」
を
「1

2
及
び
1
4
か
ら
1
7

」
に
、
「様

式
第
２
の
備
考
１
か
ら

、

３
ま
で
及
び
５

」
を
「様

式
第
８
の
備
考
１
か
ら
４

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
四
の
備
考
２
中
「８

９
1
1
か
ら
1
4
ま
で
及
び
1
6
か
ら
1
8

」
を
「７

８
及
び
1
0
か
ら
1
6
ま
で

」
に
、

、
、

、
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「

様
式
第
２
の
備
考
２
及
び
３
並
び
に
様
式
第
６
の
備
考
１

」
を
「並
び
に
様
式
第
８
の
備
考
１
か
ら
４
ま
で

」
に

、
改
め
る
。

様
式
第
三
十
五
の
備
考
２
中
「1

0
1
3
及
び
1
6
か
ら
1
9

」
を
「９

及
び
1
2
か
ら
1
7

」
に
、
「様

式
第
２

」
を
「様

式
第

、

８
に

」
改
め
る
。

様
式
第
三
十
六
の
備
考
２
中
「

８
か
ら
1
4
ま
で
及
び
1
6
か
ら
1
9

」
を
「及

び
７
か
ら
1
7

」
に
改
め
る
。

、

様
式
第
三
十
七
の
備
考
２
中
「

６
８

1
3

1
4
及
び
1
6
か
ら
1
9

」
を
「か

ら
７
ま
で
及
び
1
2
か
ら
1
7

」
に
、
「様

、
、

、
、

式
第
２
の
備
考
２
及
び
３

」
を
「様
式
第
８
の
備
考
１
か
ら
４
ま
で

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
八
の
備
考
４
、
様
式
第
三
十
九
の
備
考
３
、
様
式
第
四
十
の
備
考
、
様
式
第
四
十
の
二
の
備
考
３
及
び
様

式
第
四
十
の
三
の
備
考
中
「

1
4
及
び
1
6
か
ら
1
9

」
を
「及

び
1
4
か
ら
1
7

」
に
、
「様

式
第
２

」
を
「様

式
第
８

」
に
改

、

め
る
。

（
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
五
条

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省

令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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様
式
第
一
及
び
様
式
第
三
中
「印

」
及
び
「１

記
名
押
印
に
つ
い
て
は

氏
名
を
自
署
す
る
場
合

押
印
を
省
略
す
る

、
、

こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「２

申
請
者
名

」
を
「１

申
請
者
名

」
に
、
「３

用
紙

」
を
「２

用
紙

」
に
改
め

。

、
様
式
第
二
及
び
様
式
第
四
中
「印

」
及
び
「１

記
名
押
印
に
つ
い
て
は

氏
名
を
自
署
す
る
場
合

押
印
を
省
略
す
る

、
、

こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「２

申
請
者
名

」
を
「１

申
請
者
名

」
に
、
「３

変
更
事
項

」
を
「２

変
更
事
項

。

」
に
、
「４

用
紙

」
を
「３

用
紙

」
に
改
め
る
。

（
特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
届
出
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
十
六
条

特
定
有
害
廃
棄
物
等
の
輸
出
入
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
届
出
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
五
年
通
商

産
業
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「申
請

者

「

様
式
第
一
及
び
様
式
第
五
中

記
名
押
印

を
申

請
者

に
改
め
、
様
式
第
二
及
び
様
式
第
四
中
「㊞

」

又
は
署
名

」

記
名
又
は
署
名

」

及
び
「
（４

）氏
名

（法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

）を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と

、
、

が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「
（５

）
」
を
「
（４

）

。
、

。

」
に
改
め
、
様
式
第
三
及
び
様
式
第
六
中
「㊞

」
及
び
「
（３

）氏
名

（法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

）を
記
載
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し
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の

、
、

。
、

と
す
る

」
又
は
「
（４

）氏
名

（法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の
代
表
者
の
氏
名

）を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

。
、

、
、

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
る
。

。
、

。

（
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
七
条

計
量
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
三
十
六
条
第
五
項
を
削
り
、
様
式
第
三
、
様
式
第
五
十
九
か
ら
様
式
第
六
十
一
の
三
ま
で
、
様
式
第
六
十
三
、
様
式

第
六
十
四
、
様
式
第
六
十
八
、
様
式
第
六
十
九
、
様
式
第
七
十
二
、
様
式
第
八
十
一
及
び
様
式
第
八
十
一
の
二
中
「印

」
及

び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず

、
、

。
、

本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
、
「４

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
、

、
。

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
、
「５

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代

、
。

、

え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
又
は
「７

、
。

、
。

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
様
式
第
七
、
様
式
第
九
か
ら
様
式

、
、

。

第
十
一
ま
で
、
様
式
第
五
十
四
、
様
式
第
六
十
二
、
様
式
第
六
十
三
の
四
、
様
式
第
六
十
三
の
五
、
様
式
第
六
十
五
、
様
式
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第
七
十
一
、
様
式
第
七
十
五
か
ら
様
式
第
八
十
ま
で
中
「印

」
及
び
「２
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、
、

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

用
。

、
。

紙

」
を
「用

紙

」
に
改
め
、
様
式
第
五
十
五
中
「印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す

、
、

る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
４
を

。
、

。

同
様
式
備
考
３
と
し
、
様
式
第
八
十
二
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ

、
、

と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
を
同
様
式
備
考
２
と
し
、
様
式
第
八
十
三
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載

。

し
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
を
同
様
式
備
考
２
と
し
、
様
式

、
、

。

第
九
十
九
中
「印

」
及
び
「６

「押
印

」の
欄
に
は

押
印
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
電
磁
的
記
録
媒

、

体
に
よ
る
手
続
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は

押
印
す
る
こ
と

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
７
を
同
様
式
備
考
６
と
し
、
同
様

、
。

式
備
考
８
を
同
様
式
備
考
７
と
し
、
様
式
第
九
十
九
の
二
中
「印

」
及
び
「５

「押
印

」の
欄
に
は

押
印
を
す
る
こ
と

、

と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は

押
印
す
る
こ
と

」
を
削
り
、

、
。

同
様
式
備
考
６
を
同
様
式
備
考
５
と
し
、
同
様
式
備
考
７
を
同
様
式
備
考
６
と
す
る
。

（
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
五
十
八
条

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
二
、
様
式
第
六
か
ら
様
式
第
八
ま
で
、
様
式
第
十
、
様
式
第
十
三
、
様
式
第
十
四
中
「印

」
及
び
「

３
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人

、
、

。
、

が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
、
「４

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の

。
、

、
。

場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
又
は
「５

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え

、
。

、

て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式

、
。

、
。

第
三
、
様
式
第
五
の
二
、
様
式
第
十
五
及
び
様
式
第
十
六
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え

、

て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

、
。

、
。

用
紙

」
を
「用

紙

」
に
改
め
る
。

（
基
準
器
検
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
九
条

基
準
器
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
中
「印

」
及
び
「５

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合

、
、

。

に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
二
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

、
。
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押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と

、
、

。
、

す
る

」
を
削
り
、
「１

用
紙

」
を
「用

紙

」
に
改
め
る
。

。

（
指
定
定
期
検
査
機
関
、
指
定
検
定
機
関
、
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
及
び
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る

省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
条

指
定
定
期
検
査
機
関
、
指
定
検
定
機
関
、
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
及
び
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関
の
指
定
等

に
関
す
る
省
令
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
三
項
を
削
り
、
様
式
第
一
の
二
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名

、
、

す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３

。
、

。

を
同
様
式
備
考
２
と
し
、
様
式
第
二
及
び
様
式
第
四
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、
、

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

用
。

、
。

紙

」
を
「用
紙

」
に
改
め
、
様
式
第
三
中
「印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ

、
、

と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
八
中
「印

」
及

。
、

。

び
「５

「押
印

」の
欄
に
は

押
印
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
を
行
う

、
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場
合
に
あ
っ
て
は

押
印
す
る
こ
と

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
６
を
同
様
式
備
考
５
と
し
、
同
様
式
備
考
７
を
同
様
式
備

、
。

考
６
と
す
る
。

（
指
定
製
造
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
一
条

指
定
製
造
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
三
項
を
削
り
、
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
三
ま
で
及
び
様
式
第
五
中
「印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
、

印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

、
。

、

」
、
「４

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は

。
、

、
。

、

必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
又
は
「５

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で

。
、

、

き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
六
中
「印

」
及
び
「２

。
、

。

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が

、
、

。
、

自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

用
紙

」
を
「用

紙

」
と
し
、
様
式
第
七
か
ら
様
式
第
九
ま
で
中
「署

名

」
を

。

削
り
、
様
式
第
十
中
「署

名
又
は
印

」
及
び
「６

「署
名
又
は
印

」の
欄
に
は

署
名
又
は
押
印
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

、

い
る
書
類
に
つ
い
て
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は

署
名
又
は
押
印
す
る
こ
と

」
を
削
り
、

、
。
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同
様
式
備
考
７
を
同
様
式
備
考
６
と
し
、
同
様
式
備
考
８
を
同
様
式
備
考
７
と
す
る
。

（
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
二
条

化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
記
入
し
、
か
つ
、
押
印
す
る
も
の
と
す
る
。
」
を
「
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。
」
に
改
め
、
様
式
第

十
一
中
「印

」
を
削
り
、
「記

名
押
印

」
を
「記
名

」
に
改
め
、
様
式
第
二
十
六
中
「印

」
及
び
「５

「押
印

」の
欄
に

．

は
押
印
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は

、
、

押
印
を
す
る
こ
と

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
６
を
同
様
式
備
考
５
と
す
る
。

。

（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
三
条

電
気
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
一
の
十
、
様
式
第
五
、
様
式
第
七
、
様
式
第
十
三
、
様
式
第
十
八
、
様
式
第
二
十
七
、
様
式
第
二
十

九
、
様
式
第
三
十
一
の
四
か
ら
様
式
第
三
十
一
の
六
ま
で
、
様
式
第
三
十
一
の
八
、
様
式
第
三
十
一
の
十
八
、
様
式
第
三
十

一
の
二
十
二
、
様
式
第
三
十
二
、
様
式
第
三
十
九
の
三
、
様
式
第
四
十
、
様
式
第
四
十
の
二
、
様
式
第
四
十
三
、
様
式
第
四

十
四
、
様
式
第
四
十
六
、
様
式
第
五
十
、
様
式
第
五
十
一
、
様
式
第
五
十
二
の
二
、
様
式
第
六
十
一
の
二
、
様
式
第
六
十
二
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、
様
式
第
八
十
三
の
七
及
び
様
式
第
八
十
三
の
九
中
「印

」
又
は
「印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に

、

代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
、
「４

、
。

、
。

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自

、
、

。
、

署
す
る
も
の
と
す
る

」
、
「５

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合

。
、

、
。

に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
、
「６

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
、

。
、

、

名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
、
「７

氏
名
を
記
載

。
、

。

し
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の

、
、

。
、

と
す
る

」
又
は
「1

5
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

。
、

、
。

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
一
の
四
、
様
式
第
一
の
六
、
様
式
第
三
十
一
の
十
及

、
。

び
様
式
第
三
十
一
の
十
二
中
「印

」
を
削
り
、
「1

5
ま
で

」
を
「1

4
ま
で

」
に
改
め
、
様
式
第
一
の
五
、
様
式
第
一
の
七
か

ら
様
式
第
一
の
九
ま
で
、
様
式
第
六
、
様
式
第
八
か
ら
様
式
第
十
一
ま
で
、
様
式
第
十
四
か
ら
様
式
第
十
七
ま
で
、
様
式
第

十
九
か
ら
様
式
第
二
十
六
の
三
ま
で
、
様
式
第
二
十
八
、
様
式
第
三
十
一
か
ら
様
式
第
三
十
一
の
三
ま
で
、
様
式
第
三
十
一

の
七
、
様
式
第
三
十
一
の
十
一
、
様
式
第
三
十
一
の
十
三
か
ら
様
式
第
三
十
一
の
十
六
ま
で
、
様
式
第
三
十
一
の
十
九
か
ら
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様
式
第
三
十
一
の
二
十
一
の
三
ま
で
、
様
式
第
三
十
一
の
二
十
三
か
ら
様
式
第
三
十
一
の
二
十
八
ま
で
、
様
式
第
三
十
九
、

様
式
第
四
十
一
、
様
式
第
四
十
五
、
様
式
第
四
十
七
か
ら
様
式
第
四
十
九
ま
で
、
様
式
第
五
十
三
、
様
式
第
六
十
二
の
二
か

ら
様
式
第
六
十
三
ま
で
、
様
式
第
六
十
四
、
様
式
第
六
十
七
の
五
、
様
式
第
六
十
九
、
様
式
第
七
十
一
、
様
式
第
七
十
七
、

様
式
第
七
十
八
の
六
、
様
式
第
七
十
八
の
七
、
様
式
第
八
十
、
様
式
第
八
十
三
の
二
、
様
式
第
八
十
三
の
四
か
ら
様
式
第
八

十
三
の
六
ま
で
、
様
式
第
八
十
三
の
八
、
様
式
第
八
十
三
の
十
、
様
式
第
八
十
三
の
十
一
及
び
附
則
様
式
第
二
中
「印

」
、

「㊞

」
又
は
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に

、
、

。

お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

用
紙

」
を
「用

紙

」
に
改
め
、
様
式
第
三
十

、
。

九
の
二
中
「印

」
及
び
「３
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お

、
、

。

い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「４

手
順
書

」
を
「３

手
順
書

」
に
改
め
る
。

、
。

（
工
業
所
有
権
の
手
数
料
等
を
現
金
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
四
条

工
業
所
有
権
の
手
数
料
等
を
現
金
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
省
令
（
平
成
八
年
通
商

産
業
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
、
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
手
続
に
お
い
て
使
用
し
よ
う
と
す
る
印
鑑
」
を
「
又
は
住
所
若
し
く
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は
居
所
」
に
、
「
、
様
式
第
三
又
は
様
式
第
四
」
を
「
又
は
様
式
第
三
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
、
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
手
続
に
お
い
て
使
用
し
よ
う
と
す
る
印
鑑

」
を
「
又
は
住
所
若
し
く
は
居
所
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

特
許
出
願
人
、
実
用
新
案
登
録
出
願
人
、
意
匠
登
録
出
願
人
及
び
商
標
登
録
出
願
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を

す
る
と
き
は
、
同
項
の
書
面
に
提
出
者
（
代
理
人
を
除
く
。
）
の
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
を
削
る
。

第
四
条
第
三
項
を
削
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
特
許
法
施
行
規
則
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
」
を
加
え
る
。

「

「

様
式
第
一
中

印
又
は
識
別
ラ
ベ
ル

及
び

㊞

又
は

識
別
ラ
ベ
ル

を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
７
を
削
り
、

」

」

同
様
式
の
備
考
８
中
「記

載
し

代
表
者
の
印
を
押
す

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
備
考
を
同
様
式
の
備
考
７
と
し
、

、

同
様
式
中
備
考
９
を
備
考
８
と
し
、
備
考

か
ら
備
考

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
様
式
の
備
考

を
削
り
、
同
様
式

10

13

14

中
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

か
ら
備
考

ま
で
を
二
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

15

13

16

20
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様
式
第
二
の
備
考
４
中
「9

ま
で
及
び
1
3
か
ら
1
8

」
を
「8

ま
で
及
び
1
2
か
ら
1
6

」
に
改
め
る
。

（
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
五
条

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。様

式
第
五
、
様
式
第
十
、
様
式
第
十
四
か
ら
様
式
第
十
八
ま
で
、
様
式
第
二
十
、
様
式
第
二
十
六
、
様
式
第
二
十
九
か
ら

様
式
第
三
十
一
ま
で
、
様
式
第
三
十
三
、
様
式
第
三
十
六
か
ら
様
式
第
三
十
八
ま
で
、
様
式
第
四
十
、
様
式
第
四
十
三
の
二

か
ら
様
式
第
四
十
四
ま
で
、
様
式
第
四
十
六
、
様
式
第
四
十
八
、
様
式
第
四
十
九
の
二
か
ら
様
式
第
四
十
九
の
六
ま
で
及
び

様
式
第
五
十
六
か
ら
様
式
第
五
十
八
ま
で
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名

（法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

）を
記
載

し
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の

、
、

。
、

と
す
る

」
又
は
「４

氏
名

（法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

）を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名

。
、

、

す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
八
、
様

。
、

。

式
第
二
十
三
中
「㊞

」
及
び
「押

印

」
を
削
る
。

（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）
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第
六
十
六
条

高
圧
ガ
ス
保
安
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
十
、
様
式
第
十
三
、
様
式
第
十
四
、
様
式
第
十
五
の
四
、
様
式
第
十
五
の
五
、
様
式
第
十
八
、
様
式
第
十
九
、
様

式
第
二
十
三
、
様
式
第
二
十
四
、
様
式
第
二
十
八
、
様
式
第
二
十
九
、
様
式
第
三
十
三
、
様
式
第
三
十
四
、
様
式
第
三
十
五

の
四
及
び
様
式
第
三
十
五
の
五
中
「㊞

」
及
び
「３
氏
名
を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で

き
る

。こ
の
場
合
に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

。

」
を
削
り
、
様
式
第
二
、
様
式
第
三
、
様
式

第
十
二
、
様
式
第
十
五
の
三
、
様
式
第
十
七
、
様
式
第
二
十
二
、
様
式
第
二
十
七
、
様
式
第
三
十
二
及
び
様
式
第
三
十
五
の

三
中
「㊞

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

、
、

。

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

こ
の

」
を
「こ

の

」
に
改
め
る
。

、
。

（
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
七
条

貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

「申
請
者
記
名

「申
請

者

押
印
又
は
署
名

氏
名
又
は
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名

別
紙
様
式
第
１
及
び
別
紙
様
式
第
２
中

住
所
・
居
所

を

に
、
「記

名
押
印
を
す
る
者
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又
は
所
在
地

住
所
・
居
所

又
は
所
在
地

担
当
者

電
話
番
号

」

担
当

者

電
話

番
号

」

」
を
「
「氏

名
又
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

」の
欄

」
に
、
「銀

行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
確
認
印

」
を
「銀

行
等
又
は

資
金
移
動
業
者
確
認
欄

」
に
改
め
る
。

「申
請
者
記
名

「申
請

者

押
印
又
は
署
名

氏
名
又
は
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名

住
所
・
居
所

別
紙
様
式
第
３
中

又
は
所
在
地

を

住
所
・
居
所

に
、
「記

名
押
印
を
す
る
者

」
を
「
「氏

名
又
は

又
は
所
在
地

担
当

者

電
話
番
号

」

担
当

者

電
話

番
号

」

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

」の
欄

」
に
、
「銀

行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
確
認
印

」
を
「銀

行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
確
認

欄

」
に
改
め
る
。

「申
請
者
記
名

「申
請

者

押
印
又
は
署
名

氏
名
又
は
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名

住
所
・
居
所

別
紙
様
式
第
３
の
２
中

又
は
所
在
地

を

住
所
・
居
所

に
、
「記

名
押
印
を
す
る
者

」
を
「
「氏

名
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又
は
所
在
地

担
当

者

電
話
番
号

」

担
当

者

電
話

番
号

」

又
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

」の
欄

」
に
改
め
る
。

「申
請
者
記
名

「申
請

者

押
印
又
は
署
名

氏
名
又
は
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名

住
所
・
居
所

別
紙
様
式
第
４
中

又
は
所
在
地

を

住
所
・
居
所

に
、
「記

名
押
印
を
す
る
者

」
を
「
「氏

名
又
は

又
は
所
在
地

担
当
者

電
話
番
号
」

担
当

者

電
話

番
号

」

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

」の
欄

」
に
、
「銀

行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
確
認
印

」
を
「銀

行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
確
認

欄

」
に
改
め
る
。

「申
請
者
記
名

「申
請

者

押
印
又
は
署
名

氏
名
又
は
名
称

及
び
代
表
者
の
氏
名

住
所
・
居
所

別
紙
様
式
第
５
中

又
は
所
在
地

を

住
所
・
居
所

に
、
「記

名
押
印
を
す
る
者

」
を
「
「氏

名
又
は

又
は
所
在
地

担
当
者
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電
話
番
号

」

担
当

者

電
話

番
号

」

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

」の
欄

」
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
６
中
「銀

行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
確
認
印

」
を
「銀

行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
確
認
欄

」
に
改
め
る
。

「届
出
者

「届
出

者

記
名
押
印

氏
名
又
は
名
称

又
は
署
名

及
び
代
表
者
の
氏
名

別
紙
様
式
第
六
の
三
中

を

に
改
め
、
同
様
式
を
別
紙
様
式
第
６
の
３
と
す
る
。

住
所

」

住
所

」

「申
請
年
月
日

「申
請
年
月
日

申
請
者
記
名

申
請

者

押
印
又
は
署
名

氏
名
又
は
名
称

別
紙
様
式
第
７
中

を

及
び
代
表
者
の
氏
名

に
、
「記

名
押
印
を
す
る
者

」
を
「
「氏

名
又
は

住
所
・
居
所

又
は
所
在
地

住
所
・
居
所

又
は
所
在
地

担
当
者

電
話
番
号

」

担
当

者

電
話

番
号

」
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

」の
欄

」
に
改
め
る
。
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（
発
電
所
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
の
事
業
に
係
る
計
画
段
階
配
慮
事
項
の
選
定
並
び
に
当
該
計
画
段
階
配
慮
事
項
に
係
る

調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
に
関
す
る
指
針
、
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評

価
を
合
理
的
に
行
う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
並
び
に
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
等
を
定

め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
八
条

発
電
所
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
の
事
業
に
係
る
計
画
段
階
配
慮
事
項
の
選
定
並
び
に
当
該
計
画
段
階
配
慮
事

項
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
に
関
す
る
指
針
、
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
当
該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測

及
び
評
価
を
合
理
的
に
行
う
た
め
の
手
法
を
選
定
す
る
た
め
の
指
針
並
び
に
環
境
の
保
全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
等

を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
中
「４

「押
印

」の
欄
に
は

押
印
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

、

に
よ
る
手
続
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は

押
印
を
す
る
こ
と

」
を
削
る
。

、
。

（
対
人
地
雷
の
製
造
の
禁
止
及
び
所
持
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
九
条

対
人
地
雷
の
製
造
の
禁
止
及
び
所
持
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
七
中
「印

」
を
削
り
、
「記

名
押
印

」
を
「記

名

」
に
改
め
、
様
式
第
十
二
中
「印

」
及
び
「６

「押
印

」の
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欄
に
は

押
印
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て

、

は
押
印
を
す
る

」
を
削
り
、
同
様
式
（
備
考
）
７
を
同
様
式
（
備
考
）
６
と
す
る
。

、
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
講
習
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
講
習
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
か
ら
様
式
第
五
ま
で
及
び
様
式
第
七
中
「

印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、
、

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
る
。

。

（
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
一
条

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
十
三
、
様
式
第
十
四
及
び
様
式
第
二
十
か
ら
様
式
第
二
十
三
ま
で
中
「印

」
及
び
「１

記
名
押
印
に
つ
い
て
は

氏
名
を
自
署
す
る
場
合

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「２

用
紙

」
を
「用

紙

」
に
改
め
る
。

、
、

。

（
中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
等
及
び
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
二
条

中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
等
及
び
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、

、
。
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同
様
式
備
考
３
を
同
様
式
備
考
２
と
し
、
同
様
式
備
考
４
か
ら
同
様
式
備
考
７
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
、
様
式
第
四
中
「

印
」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
を

、
。

同
様
式
備
考
２
と
し
、
様
式
第
五
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で

、

き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
を
同
様
式
備
考
２
と
し
、
同
様
式
備
考
４
を
同
様
式
備
考
３
と
し
、
様
式
第
六
中
「印

。

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
を
同

、
。

様
式
備
考
２
と
し
、
同
様
式
備
考
４
を
同
様
式
備
考
３
と
し
、
様
式
第
七
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し
押
印
す
る

こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
を
同
様
式
備
考
２
と
し
、
様
式
第
八
中
「印

」

、
。

及
び
「２

消
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
本
人
が
申
請
を
行
う
場
合
に
は

氏
名
を
記
載
し
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
、

、

名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
を
同
様
式
備
考
２
と
す
る
。

。

（
ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
三
条

ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
二
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。様

式
第
一
中
「㊞

」
及
び
「５

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り

、
、

。
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、
同
様
式
備
考
６
を
同
様
式
備
考
５
と
し
、
様
式
第
二
か
ら
様
式
第
四
ま
で
、
様
式
第
六
の
二
か
ら
様
式
第
九
ま
で
、
様
式

第
十
二
、
様
式
第
十
五
、
様
式
第
十
七
、
様
式
第
十
九
、
様
式
第
二
十
一
、
様
式
第
二
十
二
、
様
式
第
二
十
四
の
二
か
ら
様

式
第
二
十
七
ま
で
、
様
式
第
三
十
、
様
式
第
三
十
二
、
様
式
第
三
十
五
、
様
式
第
三
十
六
、
様
式
第
三
十
八
の
二
か
ら
様
式

第
四
十
一
ま
で
、
様
式
第
四
十
八
、
様
式
第
四
十
九
、
様
式
第
五
十
一
の
二
か
ら
様
式
第
五
十
四
ま
で
及
び
様
式
第
五
十
五

の
二
中
「㊞

」
及
び
「１

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「２

、
、

。

用
紙

」
を
「用

紙

」
に
改
め
、
様
式
第
六
、
様
式
第
十
三
、
様
式
第
十
四
、
様
式
第
十
八
、
様
式
第
二
十
四
、
様
式
第
二

十
八
、
様
式
第
三
十
一
、
様
式
第
三
十
八
、
様
式
第
四
十
二
、
様
式
第
四
十
五
、
様
式
第
四
十
六
、
様
式
第
五
十
一
及
び
様

式
第
五
十
五
中
「㊞

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り

、
、

。

、
「３

用
紙

」
を
「２

用
紙

」
に
改
め
、
様
式
第
十
六
及
び
様
式
第
二
十
九
中
「㊞

」
及
び
「４

氏
名
を
記
載
し
、

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「５

用
紙

」
を
「４

用
紙

」
に
改
め
、
様
式
第

、
。

四
十
三
中
「㊞

」
及
び
「６

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
同

、
、

。

様
式
備
考
７
を
同
様
式
備
考
６
と
し
、
様
式
第
五
十
八
中
「㊞

」
及
び
「１

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「２

用
紙

」
を
「１

用
紙

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
３
を
同
様
式
備
考
２

、
。
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と
し
、
同
様
式
備
考
４
か
ら
同
様
式
備
考
６
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
、
様
式
第
五
、
様
式
第
二
十
三
、
様
式
第
三
十
七
及

び
様
式
様
式
第
五
十
中
「㊞

」
、
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
及

、
、

。

び
「印

」
の
欄
を
削
り
、
「３

用
紙

」
を
「２

用
紙

」
に
改
め
る
。

（
電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
四
条

電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
経
済
産
業
省

令
第
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
か
ら
様
式
第
八
ま
で
及
び
様
式
第
十
か
ら
様
式
第
十
三
ま
で
中
「印

」
及
び
「
・氏

名
を
記
載
し
押
印
す
る
こ

と
に
代
え
て
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
著
す
る
こ
と

」
を
削
り
、
「日

。
、

。

本
工
業
規
格

」
を
「日
本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

（
鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
五
条

鉱
山
保
安
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業
省
令
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
中
「㊞

」
及
び
「(

2
)
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場

、
、

。

合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考

を
同
様
式
備
考

と
し
、
様
式

、
。

(3)

(2)
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第
二
及
び
様
式
第
四
中
「㊞

」
及
び
「(

2
)
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

、
、

。

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「(

1
)
用
紙

」
を
「用

紙

」
に
改
め

、
。

、
様
式
第
三
中
「㊞

」
及
び
「(

2
)
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場

、
、

。

合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考

を
同
様
式
備
考

と
し
、
様
式

、
。

(3)

(2)

第
五
中
「㊞

」
及
び
「(

2
)
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お

、
、

。

い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考

を
同
様
式
備
考

と
し
、
同
様
式
備
考

、
。

(3)

(2)

を
同
様
式
備
考

と
し
、
様
式
第
六
中
「㊞

」
及
び
「(

2
)
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る

(4)

(3)

、
、

こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考

を
同

。
、

。

(3)

様
式
備
考

と
し
、
様
式
第
七
か
ら
様
式
第
十
ま
で
及
び
様
式
第
十
二
中
「㊞

」
及
び
「(

3
)
氏
名
を
記
載
し

押
印
す

(2)

、

る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」

、
。

、
。

、
「(

5
)
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必

、
、

。
、

ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
、
「(

7
)
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き

。
、

、

る
こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
又
は
「(

1
0
)
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る

。
、

。
、
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こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を

、
。

、
。

削
り
、
様
式
第
十
一
中
「㊞

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
、

、
。

の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

届
出
書

」
を
「届

出
書

」
に
改
め

、
。

る
。

（
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
物
資
の
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
六
条

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
物
資
の
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十

七
年
経
済
産
業
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
三
及
び
様
式
第
四
中
「記

名
押
印
又
は
署
名

」
を
「代

表
者
名

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

（
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
七
条

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

様
式
第
一
中
「印

（注
２

）

」
及
び
「
（注

２

）押
印
に
代
え
て
署
名
を
し
て
も
差
し
支
え
な
い

こ
の
場
合

必
ず
発
給
申

。
、

請
者
本
人
が
自
署
す
る
こ
と

た
だ
し

発
給
申
請
に
際
し
て

申
請
者
が

指
定
発
給
機
関
に
お
い
て
申
請
者
の
利
用
の

。
、

、
、
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た
め
に
供
さ
れ
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
場
合

同
法
施
行
規
則
第
４
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
発
給
の
申

、

請
に
係
る
事
前
登
録
の
手
続
を
経
て
付
与
さ
れ
た
当
該
申
請
者
の
登
録
番
号
を
入
力
し

か
つ

当
該
番
号
が
印
字
さ
れ
た

、
、

第
一
種
特
定
原
産
地
証
明
書
発
給
申
請
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は

押
印
又
は
署
名
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

、

き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
（
注
３
）
を
同
様
式
（
注
２
）
と
し
、
同
様
式
（
注
４
）
か
ら
同
様
式
（
注

）
ま
で
を
一
ず

。

10

つ
繰
り
上
げ
、
様
式
第
二
中
「印

（注
２

）

」
及
び
「
（注

２

）押
印
に
代
え
て
署
名
し
て
も
差
し
支
え
な
い

こ
の
場
合

必
。

、

ず
本
人
が
自
署
す
る
こ
と

た
だ
し

証
明
資
料
提
出
者
が

指
定
発
給
機
関
に
お
い
て
証
明
資
料
提
出
者
の
利
用
の
た
め

。
、

、

に
供
さ
れ
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

当
該
証
明
資
料
提
出
者
に
係
る
登
録
番
号
を
入
力
し

か
つ

当
該
番
号

、
、

、

が
印
字
さ
れ
た
証
明
資
料
提
出
同
意
通
知
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は

押
印
又
は
署
名
を
省
略
す
る
こ
と
が

、

で
き
る

」
を
削
り
、
同
様
式
（
注
３
）
を
同
様
式
（
注
２
）
と
し
、
同
様
式
（
注
４
）
を
同
様
式
（
注
３
）
と
し
、
様
式

。

第
三
中
「印

（注
２

）
」
及
び
「
（注

２

）押
印
に
代
え
て
署
名
し
て
も
差
し
支
え
な
い

こ
の
場
合

必
ず
本
人
が
自
署

。
、

す
る
こ
と

」
を
削
り
、
同
様
式
（
注
３
）
を
同
様
式
（
注
２
）
と
し
、
様
式
第
二
十
二
中
「印

（注
２

）
」
及
び
「
（注
。

２

）押
印
に
代
え
て
署
名
し
て
も
差
し
支
え
な
い

こ
の
場
合

必
ず
本
人
が
自
署
す
る
こ
と

」
を
削
り
、
様
式
第
二
十

。
、

。

三
中
「印

（注
４

）
」
及
び
「
（注

４

）押
印
に
代
え
て
署
名
し
て
も
差
し
支
え
な
い

こ
の
場
合

必
ず
本
人
が
自
署
す

。
、
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る
こ
と

な
お

電
子
申
請
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は

押
印
又
は
署
名
を
要
し
な
い

」
を
削
り
、
同
様
式
（
注
５
）
を

。
、

、
。

同
様
式
（
注
４
）
と
し
、
同
様
式
（
注
６
）
か
ら
同
様
式
（
注

）
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
、
様
式
第
二
十
四
中
「印

（

11

注
３

）
」
及
び
「
（注

３

）押
印
に
代
え
て
署
名
し
て
も
差
し
支
え
な
い

こ
の
場
合

必
ず
本
人
が
自
署
す
る
こ
と

な
。

、
。

お
電
子
申
請
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は

押
印
又
は
署
名
を
要
し
な
い

」
を
削
り
、
同
様
式
（
注
４
）
を
同
様
式
（
注

、
、

。

３
）
と
す
る
。

（
関
税
法
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
に
対
す
る
意
見
の
求
め
に
係
る
申
請
手
続
等
に
関
す
る

規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
八
条

関
税
法
第
六
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
に
対
す
る
意
見
の
求
め
に
係
る
申
請
手
続
等

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
一
号
中
「
並
び
に
印
鑑
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
」
を
削
り
、
第
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
及

び
印
鑑
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
」
を
削
る
。

（
経
済
産
業
省
関
係
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
九
条

経
済
産
業
省
関
係
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
三
号
）
の
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一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
、
様
式
第
二
、
様
式
第
四
及
び
様
式
第
六
中
「印

」
及
び
「

注
１

氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

」
を
削
り
、
様
式
第
三
中
「印

」

、
。

及
び
「注

１
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

」
を
削
り
、
同
様
式
注
２

、
。

を
同
様
式
注
１
と
し
、
同
様
式
注
３
を
同
様
式
注
２
と
し
、
様
式
第
五
及
び
様
式
第
七
中
「印

」
及
び
「注

１
氏
名
の
記

載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

」
を
削
り
、
「２

変
更
事
項

」
を
「注

変
更
事

、
。

項

」
に
改
め
る
。

（
輸
出
入
取
引
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
条

輸
出
入
取
引
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
二
、
様
式
第
九
、
様
式
第
十
一
、
様
式
第
十
三
、
様
式
第
十
五
及
び
様
式
第
十
六
中
「氏

名
又
は
名

称
㊞

」
を
「氏

名
又
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

」
に
改
め
る
。

（
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
（
エ
タ
ノ
ー
ル
）
の
う
ち
バ
イ
オ
マ
ス
か
ら
製
造
し
た
も
の
及
び
エ
チ
ル
―
タ
ー
シ
ャ
リ
―
ブ
チ
ル

エ
ー
テ
ル
の
う
ち
バ
イ
オ
マ
ス
か
ら
製
造
し
た
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
（
エ
タ
ノ
ー
ル
）
を
原
料
と
し
て
製
造
し
た
も
の
の
証
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明
書
の
発
給
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
十
一
条

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
（
エ
タ
ノ
ー
ル
）
の
う
ち
バ
イ
オ
マ
ス
か
ら
製
造
し
た
も
の
及
び
エ
チ
ル
―
タ
ー
シ
ャ
リ

―
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
の
う
ち
バ
イ
オ
マ
ス
か
ら
製
造
し
た
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
（
エ
タ
ノ
ー
ル
）
を
原
料
と
し
て
製
造
し
た

も
の
の
証
明
書
の
発
給
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
中
「氏
名
又
は
名
称
及
び
代
表
者
氏
名

印

」
を
「氏

名
又
は
名
称

及
び
代
表
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

（
経
済
産
業
省
関
係
特
定
保
守
製
品
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
十
二
条

経
済
産
業
省
関
係
特
定
保
守
製
品
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
及
び
様
式
第
六
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き

、
、

る

」
を
削
り
、
「１

こ
の

」
を
「こ

の

」
に
改
め
、
様
式
第
四
中
「印

」
を
削
り
、
「記

載
し

押
印
す
る
こ
と

た
。

、
。

だ
し

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「記

載
す
る
こ
と

」
に
改
め
、

、
、

、
。

。

様
式
第
五
中
「印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
る
。

、
、

。
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（
電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
分
解

の
工
程
を
経
て
製
造
し
た
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
で
な
い
旨
の
証
明
書
の
発
給
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
十
三
条

電
解
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

電
気
分
解
の
工
程
を
経
て
製
造
し
た
二
酸
化
マ
ン
ガ
ン
で
な
い
旨
の
証
明
書
の
発
給
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
経
済
産

業
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「氏

名
又
は
名
称
及
び
代
表
者
氏
名

印

」
を
「氏

名
又
は
名
称
及
び
代
表
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

（
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
四
条

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
経
済
産
業
省
令
第
二

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
一
の
二
、
様
式
第
四
、
様
式
第
四
の
二
、
様
式
第
六
か
ら
様
式
第
八
の
六
ま
で
、
様
式
第
十
の
二
、

様
式
第
十
一
か
ら
様
式
第
十
五
ま
で
、
様
式
第
十
七
か
ら
様
式
第
十
七
の
三
ま
で
、
様
式
第
二
十
か
ら
様
式
第
二
十
の
六
ま

で
、
様
式
第
二
十
の
十
か
ら
様
式
第
二
十
一
の
三
ま
で
、
様
式
第
二
十
四
か
ら
様
式
第
二
十
五
ま
で
及
び
様
式
第
二
十
七
中

「印

」
及
び
「２

記
名
押
印
に
つ
い
て
は

署
名
を
す
る
場
合

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
又
は
「②

記
、

、
。
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名
押
印
に
つ
い
て
は

署
名
を
す
る
場
合

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
る
。

、
、

。
（
商
店
街
の
活
性
化
の
た
め
の
地
域
住
民
の
需
要
に
応
じ
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
五
条

商
店
街
の
活
性
化
の
た
め
の
地
域
住
民
の
需
要
に
応
じ
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

二
十
一
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
及
び
様
式
第
三
中
「印

」
を
削
り
、
「と

し
記
名
押
印
に
つ
い
て
は

氏
名
を
自
署
す
る
場
合

押
印
を
省

、
、

、

略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「と

す
る

」
に
、
「書

面

」
又
は
「図

面

」
を
「書

類

」
に
改
め
、
様
式
第
二
及
び
様
式

。
。

第
四
中
「印

」
を
削
り
、
「と

し
記
名
押
印
に
つ
い
て
は

氏
名
を
自
署
す
る
場
合

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

、
、

、

」
を
「と

す
る

」
に
改
め
る
。

。
。

（
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
等
の
製
造
の
禁
止
及
び
所
持
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
六
条

ク
ラ
ス
タ
ー
弾
等
の
製
造
の
禁
止
及
び
所
持
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

様
式
第
六
中
「印

」
を
削
り
、
「記

名
押
印

」
を
「記

名

」
に
改
め
る
。

（
電
気
使
用
制
限
等
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
八
十
七
条

電
気
使
用
制
限
等
規
則
（
平
成
二
十
三
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
中
「印

」
及
び
「１

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合

、
、

。

に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「記

載
し

押
印
す
る
こ
と

」
を
「記

載
す
る
こ

、
。

、

と

」
に
改
め
、
同
様
式
注
２
を
同
様
式
注
１
と
し
、
同
様
式
注
３
か
ら
同
様
式
注
６
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
様
式
別

紙
一
中
「印

」
及
び
「１

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い

、
、

。

て
署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「２

所
定
の

」
を
「１

所
定
の

」
に
、
「３

用
紙

、
。

の

」
を
「２

用
紙
の

」
に
改
め
、
様
式
第
二
中
「印

」
及
び
「１

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名

、
、

す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「記

載
し

押
。

、
。

、

印
す
る
こ
と

」
を
「記
載
す
る
こ
と

」
に
改
め
、
同
様
式
注
２
を
同
様
式
注
１
と
し
、
同
様
式
注
３
を
同
様
式
注
２
と
し
、

同
様
式
別
紙
中
「印

」
及
び
「１

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合

、
、

。

に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「２

所
定
の

」
を
「１

所
定
の

」
に
、
「３
、

。

用
紙
の

」
を
「２

用
紙
の

」
に
改
め
、
様
式
第
三
中
「印

」
及
び
「１

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「記

載
、

。
、

。
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し
押
印
す
る
こ
と

」
を
「記

載
す
る
こ
と

」
に
改
め
、
同
様
式
注
２
を
同
様
式
注
１
と
し
、
同
様
式
注
３
を
同
様
式
注
２

、と
し
、
同
様
式
注
４
を
同
様
式
注
３
と
し
、
同
様
式
別
紙
一
中
「印

」
及
び
「１

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代

、

え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「

、
。

、
。

２
所
定
の

」
を
「１

所
定
の

」
に
、
「３

用
紙
の

」
を
「２

用
紙
の

」
に
改
め
、
様
式
第
四
中
「印

」
及
び
「１

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が

、
、

。
、

自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「２
用
紙
の

」
を
「用

紙
の

」
に
改
め
、
様
式
第
五
中
「印

」
及
び
「１

氏
名

。

を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す

、
、

。
、

る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「２

指
定
契
約
電
力

」
を
「１

指
定
契
約
電
力

」
に
、
「３

用
紙
の

」
を
「２

用
。

紙
の

」
に
改
め
、
様
式
第
六
中
「印

」
及
び
「１

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き

、
、

る
こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「２

他
の

」
を
「１

他
の

」

。
、

。

に
、
「３
電
気
の

」
を
「２

電
気
の

」
に
、
「４

電
気
の

」
を
「３

電
気
の

」
に
、
「５

用
紙
の

」
を
「４

用
紙
の

」
に
改
め
、
同
様
式
別
紙
一
中
「印

」
及
び
「１

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と

、
、

が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「２

所
定
の

」
を
「１

。
、

。
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所
定
の

」
に
、
「３

用
紙
の

」
を
「２

用
紙
の

」
に
改
め
、
様
式
七
中
「印

」
及
び
「１

氏
名
を
記
載
し

押
印

、

す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

、
。

、
。

」
を
削
り
、
「２

用
紙
の

」
を
「用

紙
の

」
に
改
め
る
。

（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
費
用
負
担
調
整
機
関
に
関
す

る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
十
八
条

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
費
用
負
担
調
整
機

関
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
経
済
産
業
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
か
ら
様
式
第
七
ま
で
中
「印
」
を
削
り
、
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

（
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
九
条

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年

経
済
産
業
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
か
ら
様
式
第
七
ま
で
、
様
式
第
十
九
及
び
様
式
第
二
十
中
「実

印

」
及
び
「及

び
代
表
者
の
登
記
印

」
を
削
り

、
様
式
第
八
か
ら
様
式
第
十
二
ま
で
及
び
様
式
第
十
七
中
「実

印

」
を
削
り
、
様
式
第
十
四
中
「

印

」
を
削
る
。
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（
経
済
産
業
省
関
係
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
条

経
済
産
業
省
関
係
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
四
及
び
様
式
第
二
十
七
中
「印

」
及
び
「１

記
名
押
印
に
つ
い
て
は

氏
名
を
自
署
す
る
場
合

．
、

、

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「２
用
紙

」
を
「用

紙

」
に
改
め
る
。

。
．

（
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
一
条

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
経
済
産

業
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
八
、
様
式
第
十
一
か
ら
様
式
第
十
五
ま
で
及
び
様
式
第
十
八
か
ら
様
式
第
二
十
ま
で
中
「印

」
及
び
「２

氏
名

を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す

、
、

。
、

る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「附

則
第
1
6
条
第
３
項

」
を
「附

則
第
1
6
条
第
４
項

」
に
、
「１

用
紙

」
を
「用

紙

」
に

。

改
め
、
様
式
第
十
七
及
び
様
式
第
二
十
一
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る

、
、

こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

用
紙

」
を
「

。
、

。

用
紙

」
に
改
め
る
。
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（
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
二
条

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
経

済
産
業
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
、
様
式
第
五
及
び
様
式
第
十
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る

、
、

こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

用
紙

」
を
「

。
、

。

用
紙

」
に
改
め
、
様
式
第
七
中
「印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き

、
、

る
こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
る
。

。
、

。

様
式
第
十
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

※
様
式
第
十
三
（
指
定
旧
供
給
区
域
の
変
更
）
の
改
正
版
を
挿
入

様
式
第
十
七
及
び
様
式
第
十
八
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が

、
、

で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

用
紙

」
を
「用

紙

」

。
、

。

に
改
め
る
。

（
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
九
十
三
条

国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
五
中
「㊞

」
及
び
「４

氏
名
を
記
載
し

、押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

、署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。こ
の
場
合

に
お
い
て

、署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

。
」
を
削
り
、
様
式
第
八
及
び
様
式
第
十
二
中
「㊞

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が

、
、

。
、

自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１
こ
の

」
を
「こ

の

」
に
改
め
、
様
式
第
十
六
か
ら
様
式
第
二
十
一
ま
で
中
「

。

署
名

」
を
削
る
。

（
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
四
条

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
五
、
様
式
第
六
、
様
式
第
八
か
ら
様
式
第
十
ま
で
、
様
式
第
十
五
及
び
様
式
第
十
八
中
「印

」
を
削
り
、
様
式
第

十
六
及
び
様
式
第
十
七
中
「印

」
を
削
り
、
こ
れ
ら
の
様
式
（
記
載
要
領
）
２
．
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

．

「住
所

」欄
は

一
般
事
業
主
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
す
る
こ
と

。

、
、

（
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
の
廃
炉
等
積
立
金
管
理
等
業
務
に
係
る
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
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る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
五
条

原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
の
廃
炉
等
積
立
金
管
理
等
業
務
に
係
る
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会

計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
一
中
「印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の

、
、

。

場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
る
。

、
。

（
経
済
産
業
省
関
係
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
六
条

経
済
産
業
省
関
係
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
経
済
産
業
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
及
び
様
式
第
二
中
「㊞

」
を
削
り
、
様
式
第
三
及
び
様
式
第
五
中
「㊞

」
及
び
「１

記
名
押
印
に
つ
い
て
は

氏
名
を
自
署
す
る
場
合

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「２

用
紙

」
を
「用

紙

」
に
改
め
、
様
式

、
、

。

第
四
、
様
式
第
四
の
二
、
様
式
第
六
及
び
第
六
の
二
中
「㊞
」
及
び
「２

記
名
押
印
に
つ
い
て
は

氏
名
を
自
署
す
る
場

、

合
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
り
、
「３

用
紙

」
を
「用

紙

」
に
改
め
る
。

、
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴

う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


